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                                                         ２０１９年 １月２０日 
 
 厚生労働省 医療・生活衛生局  
  生活衛生・食品安全部 水道課 様 
 
                                           長崎県佐世保市稲荷町２７番３１号 
                                                          宮野 和徳 
                                                             電話：0956-31-2782 
 
  
 佐世保市は、石木ダム建設事業に係る２０１２年度再評価を原則５年経過ご

との再評価として実施したのだから、２０１７年度に原則５年経過ごとの再評

価を実施しなければならなかった。にもかかわらず、２０１２年度再評価は本

体工事等着手前の適切な時期にする再評価として実施したものだと再評価の位

置づけを意図的に改変し、２０１７年度再評価を実施しないまま現在に至って

いる。 
 よって、御省に対し、以下のとおり要請するものである。 
 
【要請の主旨】 

１ 佐世保市は、石木ダム建設事業に係る２０１２年度再評価（以下、「１２年度再評

価」）は原則５年経過ごとに実施する再評価(以下、「５年ごとの再評価｣）に該当すると

して実施し、その結果を２０１３年３月１５日御省に報告しました。 
 ところが、「５年ごとの再評価」の全手続終了後の相当年月経過後になって突然、同

再評価は「本体工事等着手前の適切な時機にする評価」（以下、「着手前評価」）として

実施したものであると“再評価の位置付け”を意図的に改変しました。御省はこの改変

を容認しています。しかし、この改変は当時の事実関係に照らし誤りであることは明ら

かです。 
 よって、御省におかれては、速やかに改変を容認する御省の認識を撤回し、佐世保市

に対し、石木ダム建設事業に係る「５年ごとの再評価」を直ちに実施するよう指示して

ください。 
２ 「１２年度再評価」から間もなく７年が経過しようとしていますが、２０１２年当

時と比較し、社会経済情勢に急激な変化等が見られ、事業の見直しの必要が生じている

ことも事実です。 
 よって、評価実施要領第２（３）の定めるところにより、御省から、佐世保市に対し、

直ちに再評価を実施するよう指導してください。 
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【要請の理由】 

１ はじめに 

 私は、御省に対し、長崎県及び佐世保市が共同事業として計画する石木ダム建設事業

に関し、２０１７年２月７日付け及び３月１１日付けの質問書を提出した者です。 
 質問の主旨は、佐世保市(水道局）が実施した１２年度再評価は、「５年ごとの再評価」

として実施されたものであるのに、同再評価の全手続終了後の相当年月経過後になって

突然、佐世保市は、「着手前評価」と位置づけて実施したものであると主張(説明)し始

めました。しかし、この再評価の位置付けの改変には何ひとつ正当な理由・根拠はあり

ません。御省がこの改変を容認するのであれば、実施要領等に則り、具体的な説明を求

める、とするものでした。 
 要請の主旨は、２０１２年度から５年が経過し、まもなく２０１７年度を迎えるにあ

たり、御省から佐世保市に対し、２０１７年度に原則どおり「５年ごとの再評価」を実

施するように指導してください、とするものでした。 
 これに対して御省から、２０１７年２月２３日付け及び３月２７日付けの回答があり

ました。この二つの回答の基幹部分は全く同一文です。その部分を次に引用します。 
 
 「水道施設整備費国庫補助事業評価実施細目（平成２３年７月７日）において、水道水源開

発のための施設の整備を含む事業については、本体工事又は本体関連工事の着手前の適切な時

期又は着手後に評価を実施するものとされています。」とした上で、 

 
 《石木ダム建設事業の検証に係る検討では、平成２４年６月に「継続」の対応方針が決定し、

平成２５年度から堤体工、平成２６年度からダム本体工に着手するとの見通しが示されていま

す。加えて、長崎県が平成２５年度予算で本体関連工事の予算計上をされ、平成２５年度から

本体関連工事に着手することが示されております。このため、佐世保市は平成２４年度に、本

体関連工事の着手前評価として当該事業再評価を実施されたものと理解しています。》（以下、

この文章を｢御省の判断」）とする見解を示しました。 

 

 二つの質問書は、事実関係を証明する多数の参考資料を証拠として添付し、佐世保市

の「改変」の誤りを詳細に述べたものだと自負しています。しかし、御省には一顧だに

されませんでした。 
 ２０１７年度を迎えましたが、佐世保市は２０１７年度再評価を実施しようとはしま

せんでした。事業の評価は、継続して補助金の交付を受けるための要件である重要なこ

とと理解しています。にもかかわらず、２０１７年度再評価は実施されていないのに、

すなわち補助金交付の要件を欠いたまま、継続して２０１８年度は補助金が交付されま

した。このままでは、２０１９年度も同様の事態になることは必至です。 
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 私は、佐世保市による再評価の位置付けの改変について、１２年度再評価は「着手前

評価」として実施したものと主張する理由・根拠を示してもらうべく、佐世保市水道局

との間において、２０１６年２月８日付け質問書を皮切りに、現在まで２０回以上にわ

たり質問⇔回答のやり取りを続けています。このやり取りを通して、佐世保市の主張の

矛盾は解消されるどころか、とうてい理由・根拠となり得ないことが明確になってきま

した。 

 以下、本書では幾つかの観点から、佐世保市が主張する理由・根拠には何ら合理的な

正当性の無いことを明らかにしていきます。このことは同時に、「御省の判断」の誤り

をも指摘することに通じるものです。 

   

２ 参考資料の添付 

 本書の記述を簡にして要を得たものとするため、参考資料のほかに、次の別紙１～別

紙６を添付します。これらの別紙は、水道局に対する２０１８年８月６日付け、及び佐

世保市長に対する１２月２６日付け各質問書に添付したものと同じものです。 

  

 ○ 別紙１：「着手前評価」の位置づけを考える最小限の年表 

 ○ 別紙２：差し替え前の文章及び差し替え後の文章 

 ○ 別紙３：これだけある！平成２４年度再評価は原則５年ごとの再評価であることを示す 

       証拠（増補改訂版） 

 ○ 別紙４：川野水源対策・企画課長の発言 

 ○ 別紙５：水道局が「着手前評価」と位置づける理由・根拠について 

 ○ 別紙６：佐世保市の平成２４年度再評価の位置づけの判断にかかる当時の経過等につい  

       ての認識 

 

３ 付替え道路工事の着手・中断・進捗の状況を押さえるのが肝要 

 １２年度再評価は「５年ごとの再評価」か「着手前再評価」か、その正否を決する上

で最重要なことは、当時の本体工事等（この｢等」に含まれるのが「付け替え道路工事」

です。）の着手・中断・進捗の状況の事実関係を時系列で正確に押さえ、その事実に基

づく厳正な判断が求められます。 

 上記の「御省の判断」を読む限り、仕方無いとはいえ、御省にあっては、石木ダム建

設事業の工事現場に立ったことはなく、現地を知らないまま（付け替え道路工事の着

手・中断・進捗等の状況について正確な情報を有しないまま）、判断されたのだと思っ

ております。もっとも、御省に対し、佐世保市水道局が正確な情報を提供しさえすれば

判断の誤りは回避できるものです。私の長い水道局との付き合い？のなかで思うに、ど

うもそうではないようだとの大きな疑念を水道局には抱いております。 

 そこで、嘆くよりも御省に、事を正確にご理解いただく一助になればと念じつつ、付
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け替え道路工事の着手・中断・再着手等の事実関係について別紙１：「着手前評価」との

位置づけを考えるための最小限の年表から抽出して必要最低限の時間幅で示します。 

 とくとご参照ください（丸番号は、「年表」の通し番号のまま）。 

 

 ①長崎県は、２００８年７月２４日 ２０１６年度完成予定の工事工程を公表 

 ③長崎県は、２０１０年３月２４日 初めて付け替え道路工事に着手 

            ７月２３日 話し合いのため付け替え道路工事を一時中止 

 ⑨長崎県は、２０１４年７月２４日 付替え道路工事に再着手を公表 

 ⑩長崎県は、２０１４年７月３０日 付替え道路工事に再着手 

 

 ③の２０１０年７月２３日に付け替え道路工事が一時中止後、⑩の２０１４年７月３

０日に再着手するまでの丸々４年もの間、付け替え道路工事は中断されたままの状況が

継続しました。したがって、２０１２年度中に長崎県が付け替え道路工事に着手する予

定を公表した事実も、着手した事実も一切ありません。「着手前評価」と位置づける理

由・根拠はそもそも存在しないのです。これが厳然たる事実です。 

 ひとつ上の年表に付け加えると、御省が評価実施要領等を通知したのは２０１１年７

月７日のことです。これらの厳然たる事実に基づけば、１２年度再評価は「５年ごとの

再評価」以外のなにものでもないことはあまりにも明らかです。それ故に、「５年ごと

の再評価」か「着手前評価」か、そのどちらなのかを議論すること自体がナンセンスの

極みです。 

 ですから、本書のこの段階において、御省が自らの誤った判断を撤回なされば、この

問題は一件落着、全面解決をみることになります。ただ、佐世保市が徒に時間稼ぎを謀

り、いまだに自らの誤りを認めようとしない現状に鑑みれば、私としては、主として佐

世保市の考えるところを多角的に批判することを目的として本書を前へ進めることと

します。 

 

４ 食い違う「御省の判断」と「佐世保市水道局の説明」 

(1) 私は、佐世保市水道局（以下、「水道局」）との間において、水道局が１２年度再

評価を「着手前評価」とする位置づけの改変を行った件で、２０１６年２月８日付け質

問を皮切りに今日まで、「着手前再評価」と位置づける理由・根拠を明らかにさせるべ

くその説明を求め、質問⇔回答のやり取りを２０回超も重ねて今も継続中です。 
 水道局は、初回質問に対し、２０１６年３月２２日付け回答で「理由・根拠」を次の

ように回答してきました。→別紙５  

 ここには原文どおり引用します。 
 
 《石木ダム建設事業におきましては、平成２５年度に本体関連工事であります付替道路工事
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に着手しておりますので、本市が平成２４年度に実施しました事業評価は、この「「本体関連工

事の着手前の適切な時期」の評価であります。》（以下、「初回水道局の説明」） 

  

 この「初回水道局の説明」は「御省の考え」と明らかに食い違います。一致点はまっ

たくありません。水道局の回答時期(２０１６年３月）と御省の回答時期（２０１７年

２月）が異なるから回答内容が異なる？ そんなことは有り得ないし、有ってはなりま

せん。「着手前評価」と位置づける理由・根拠はひとつですから。 
 「初回水道局の説明」は、上記３で示した年表に照らしても明らかな誤りですが、注

目すべきは、｢平成２５年度に…(中略）…付替え道路工事に着手しています」は、明ら

かに２０１３年度以降の時点における水道局の認識を示していることです。つまり、後

付けの理由・根拠を得々と説明しています。しかもそれが誤っているというのですから、

じつに摩訶不思議な回答なわけです。 

(2) 言うまでもなく、１２年度再評価が「着手前再評価」と位置づけられるには、少

なくとも１２年度再評価の結果報告書が御省に提出された２０１３年３月１５日まで

に、位置づける理由・根拠が発生していることが必要です。つまり、それまでに長崎県

が付け替え道路工事に着手する予定を公表したり、現実に同工事に着手するなどの客観

的な事実が認められることが必須条件です。繰り返します。上記３の年表で明らかなよ

うに２０１２年度は付け替え道路工事の中断が継続する真っ只中であり、再着手の予定

が公表された事実も、再着手した事実もありません。１２年度再評価は「５年ごとの再

評価｣であることに異議を挟む余地はありません。 

 

５ 「御省の判断」は、「解説と運用」に照らし、明らかな誤り！ 

 ここでは、「御省の判断」を徹底批判します。 

(1) 御省は、平成２３年７月 7日に評価実施要領、評価実施細目、「解説と運用」を通

通知されました。 

 実施細目第３は、「５年ごとの再評価」に加え、本体工事又は本体関連工事の着手前

の適切な時期に評価を実施することとしています。 

(2) 「解説と運用」は、着手前再評価に該当して評価を実施する場合は、「本体工事等

の着手前の適切な時期または着手後であることを、着手予定の時期または着手の時期を

示すことにより明らかにすることとしています。 

 ここでいう｢時期」とは、「御省の判断」が言う、いつのことか定かでない「見通し」

ではなく、具体的に決められた“短い時”のことです。すなわち、「着手予定の時期」

とは、事前に具体的な着手予定日が公表されてだれもが知り得る「時」のことであり、

同様に、「着手の時期」とは、着手したという現実の具体的な行為があってだれもが客

観的な事実として知り得る「時」のことです。 

(3) 然るに、「御省の判断」は「平成２５年度から堤体工、平成２６年度からダム本体工に
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着手するとの見通しが示された」とか、「長崎県が平成２５年度予算で本体関連工事の予算計上

をされ、平成２５年度から本体関連工事に着手することが示された」とか、そのように事が

運ぶかどうか茫漠としているだけでなく、肝腎の「着手予定の時期」も「着手の時期」

も具体的に示されていません。これは、御省ご自身が「解説と運用」に反する誤りを犯

していることを指摘せざるを得ません。 

(4) 「石木ダム建設事業の検証に係る検討では、平成２４年６月に「継続」の対応方針が決定

した」ことは、そのとおりです。 

 「石木ダム建設事業の検証に係る検討では、平成２５年度から堤体工、平成２６年度からダ

ム本体工に着手するとの見通しが示されています。」は、「堤体工」と「ダム本体工」は同義

であることを指摘した上で、あたかも検証に係る検討の場において初めて長崎県が「平

成２５年度からダム本体工に着手するとの見通し」を示したかのよう言うのは、これは事実

を歪曲するものです（下線は宮野）。 

 「平成２５年度にダム本体工着手」を含む「工程案」は、別紙１の①に示すとおり、

２００８年７月２４日に初めて長崎県が公表した既公表の事実です。その内容は「初年

度（平成２１年度）に付替え道路工事着手。同２５年度からダム本体工着手。平成２８

年度完成」というものですが、これをあたかも検証に係る検討の場で初めて示されたよ

うに言うのは事実誤認も甚だしい明らかな虚偽です。おそらく、水道局が御省に対し、

意図的に事実を歪曲して説明したものと推察します。水道局の虚偽説明が「御省の判断」

を誤らせた主要な原因であろうと断言します。御省としては、水道事業者に全幅の信頼

を置き、事業者性善説に立って、現地の状況や付替え道路工事の着手・中断・進捗の情

報から遮断された状態で再評価結果報告書の記載のみから判断される仕組みでしょう

から無理もありません。むしろ責められるべきは平然と虚偽の事実を報告する水道局で

す。 

(5) 「加えて、長崎県が平成２５年度予算で本体関連工事の予算計上をされ、平成２５年度か

ら本体関連工事に着手することが示されております。」に至っては論ずるに値しません。「予

算計上されたから着手」というのはご都合主義が過ぎますし、「解説と運用」から完全

に逸脱した判断であり、御省ご自身の自己否定ではありませんか。 

(6) 今一度、上記３で示した年表をご確認ください。長崎県が、付け替え道路工事に

再着手する意向を公表したのは２０１４年７月２４日で、再着手したのは７月３０日の

ことです。 

 

６ １２年度再評価の再評価結果報告書はデタラメ 

 ここでは、１２年度再評価の位置づけについて、佐世保市が再評価結果報告書（以下、

「報告書」）に記述している内容を確認し、これを批判的に検討することとします。 

(1) 佐世保市は２０１３年３月１５日、厚生労働大臣及び長崎県知事宛に報告書を提

出しました。佐世保市は、報告書の「経緯｣欄の次の記述部分が「着手前評価」との位
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置付けに係る記述であると説明していますので、ここに引用します。 

 

 《平成２１年度に着工しておりました付替え道路（工事用道路兼用）については、『国のダム

検証』や『地域との話し合いの促進』のために一時中断しておりましたが、様々な手続きが完

了していく状況下において、本体着工に必要な付替道路部の用地買収は全て完了していること

から、早急に付替え道路工事を再開し、ダム検証時の工程計画のとおり、平成２５年度に本体

工事等に着手し、平成２９年度の供用開始を目指すものであります。》（以下、「報告書の理由・

根拠」） 

  

(2) この「報告書の理由・根拠」は｢御省の判断」と似ているようも見えるものの、大

きく違う表現になっています。「報告書の理由・根拠」から、この報告を受けた御省が｢御

省の判断」のように判断できるのか、まったく理解できません。「報告書の理由・根拠」

と「御省の判断」は完全に一致するのが当然であるのに、これほどに相違するのは不思

議というしかありません。 

 それはさておき、佐世保市の説明には多くの虚偽とまやかしがあります。 

①「様々な手続きが完了していく状況下において」について 

 報告書が御省に提出された２０１３年３月１５日の１週間後である同月２２日～２

３日は、やっと事業認定公聴会の開催が予定されている段階でした。事業認定は拒否(却

下）される可能性もあることに鑑みれば、水道局の認識は手前勝手が過ぎ、根拠の無い

単なる希望的観測にすぎません。 

②「本体着工に必要な付替道路部の用地買収は全て完了している」について 

 これこそウソ・マヤカシの最たるもの。まずは御省のご理解を容易にするために若干の説明を

します。 

 石木ダムの本体工事に着工する必須の条件は付け替え道路全体が完成することにあります。な

ぜなら、本体着工は、石木川上流の木場郷に居住する３０数戸の住民の生活道路である既設の県

道を閉鎖して行われますから、何はさておいても付け替え道路全体を完成させ、木場郷の住民の

生活道路を完成させる（確保する）ことが先決なわけです。その付け替え道路全体に必要な土地

が買収済みでないことは事業認定手続き中であること（公聴会すら終了していない）に鑑みれば

明白です。加えて言えば、初めて２０１０年３月２４日に付け替え道路工事に着手し、同年７月

２３日に一時中断後の４年間、工事の中断状況が続いた付け替え道路（この付け替え道路はいま

だに完成せず工事中）は、付け替え道路全体のごくわずかな部分に過ぎません。このような事実

を伏せ、いかにも直ぐにでも本体着工かのようなウソ・マヤカシだということです。なお、前記

付け替え道路は、２０１９年１月の現時点でこの部分の完成すら年単位の時間を要することは避

けられず、いつになるかわからない、これが現実です。御省におかれては、どうか一度、現地視

察においでください。現地に立てば一目瞭然です。正しい判断には必須です。 

③「早急に付替え道路工事を再開し」、「ダム検証時の工程計画のとおり、平成２５年度に本体
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工事等に着手し」、「平成２９年度の供用開始を目指すものであります。」について 

 石木ダム建設工事に関しては佐世保市は長崎県に全面的に委任している立場です。それなのに、

このように再開し、着手し、目指しますとは、佐世保市の勝手な妄想であり越権行為も甚だしく、

何をかいわんやです。もとより、「着手前評価」と位置づける理由・根拠とは全く無関係の空言

です。 

(3) そもそも、再評価の位置付けに関し、「着手前評価」と位置づける理由・根拠としては、

長崎県が付け替え道路工事に着手する予定を公表した着手予定年月日、または付け替え

道路工事に着手した年月日を報告書に記述する必要があり、それ以上でもそれ以下でも

ありません。そのような事実は存在しなかったから記述できるはずはありません。 

 

７「解説と運用」からみる「着手前評価」について 

 くどいと思われても何度でも確認させてもらいます。 

(1) 評価実施細目第３は、「（前略）、水道水源開発のための施設の整備を含む事業につ

いては、上記の評価（５年ごとの再評価）に加え、本体工事又は本体関連工事の着手前

の適切な時期に評価を実施するものとする」と規定し、解説と運用は、「（着手前評価に）

該当して評価を実施する場合は、本体工事等の着手前の適切な時期または着手後であることを、

着手予定の時期または着手の時期を示すことにより明らかにすることとする」（５頁）と、そ

の運用を示しています。整理すると、①「着手前評価に該当してこれを実施する場合」は、

②「本体工事等の着手前の適切な時期または着手後であること」を、③「着手予定の時期また

は着手の時期を示すことにより明らかにすること」とされています。 
(2) 事業評価の実施主体は、再評価の全手続を終了し、その結果を厚生労働省に報告

するに当たり、報告書の然るべき場所に、③の本体工事等の「着手予定の時期」または

「着手の時期」を記載することで、②の「着手前の適切な時期」に実施された「着手前

評価｣であることを明らかにすることになります。それによって、報告を受けた御省は、

当該再評価が「着手前評価」だと判断することができる、こういうことだと思います。 
 石木ダム建設事業に係る１２年度再評価について言えば、③の「示すことにより明ら

かにする」ことは、付け替え道路工事に係る「着手予定の時期」または「着手の日」で

す。前述のとおり、付け替え道路工事は２０１０年７月２３日に中断後、２０１４年７

月３０日に再着手されるまでの丸々４年もの間、中断状況が継続していたことは公知の

事実ですから、１２年度再評価を「着手前評価」と位置づける理由・拠は皆無と言えま

す。仮に、他の理由・根拠をいくら主張しても、それをすればするほどウソの上塗りに

なります。佐世保市水道局は、平然とそういうウソをつき続けているのです。 

 

８ 佐世保市水道局は「着手前評価」と位置づける「理由・根拠」を変えた？！ 

 ここでは、優に２０回を越える私と水道局との質問⇔回答のやり取りの肝腎なところ

を振り返ります。 
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(1) 初回の２０１６年２月８日付け質問に対する水道局の３月２２日付け回答が次の

とおりだったことは上記４で｢初回水道局の説明｣として引用しました。ここに再掲しま

す。 

  

 《石木ダム建設事業におきましては、平成２５年度に本体関連工事であります付替道路工事

に着手しておりますので、本市が平成２４年度に実施しました事業評価は、この「本体関連工

事の着手前の適切な時期」の評価であります》（下線は宮野） 

 

(2) 上の「初回水道局の説明」は、「着手前評価」と位置づける説明だとする上記６で

引用した「報告書の理由・根拠」とは明らかに異なっています。これは、後になってか

ら理由・根拠を変えたことを示しています。しかし、前述のように「平成２５年度に本

体関連工事であります付替道路工事に着手した」事実はありません。→別紙１参照 

(3) 上の「初回水道局の説明」に対し私は、直ちに３月２５日付けで「平成２４年度

再評価を着手前評価と判断したのはいつか」、「判断した時点で本体関連工事の着手予定

時期はいつか」、「着手予定時期は決まっていなかったと思うが」などと再質問し、同時

に「平成２５年度に付替え道路工事に着手した事実は無かった」ことを指摘しました。

これに対する水道局の４月１３日付け回答を次に示します。 

 

 《平成２４年度の再評価の位置づけに関しまして、個別事象毎の期日に関するご質問をいた

だいておりますが、まずもって本市といたしましては平成２４年度の再評価については、当初

より「本体関連工事の着手前の適切な時期」に行う評価として捉えており、その前提で厚生労

働省とも協議を行ってきたところであります。 

当時、国の政策として進められていた「ダム検証」により検討を進めてきた本事業であり、

平成２４年６月に｢事業継続」との対応方針が示され、今後、事業を進めていく環境も整った時

期でもありました。このため長崎県が策定した工事工程に合わせた対応としたところでありま

す。》 

 

 このように水道局は、「初回水道局の認識」の誤りを指摘された質問には何ひとつ弁

明(回答）しないで、新たな作り事をして別の理由・根拠を示してきました。こんな調

子の連続であるため、やり取りが延々と長引いてしまっているというのが私の受け止め

です。 

(３) 「当初より着手前評価と捉えていた」、「その前提で厚生労働省と協議を行ってきた」、

「長崎県策定の工事工程に合わせた対応とした」等々（下線は宮野）、「解説と運用」が示

すところとは全く合致せず、「着手前評価」と位置づける「理由・根拠｣となり得ない、

まさに虚ろな回答に過ぎず笑止の至りです。こんな水道局に私は、道理を尽くして辛抱

強く付き合ってきたところです。 
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 注目すべきは、「その前提で厚生労働省とも協議を行ってきたところであります。」です。

水道局は、私とのやり取りの中で何度も「厚生労働省と協議を行ってきた」と言ってお

ります。どうやら「御省のお墨付きをもらっている」ことを言いたいのでしょう。 

 これには、本回答の２日後４月１５日付けで直ちに再質問を返しています。 

 

８ 変えた「理由・根拠」を補強したつもりが不奏功に終わる 

 上記７の最後で触れた私の２０１６年４月１５日付け質問（回答期限は 2 週間）に対

し、水道局から５月１７日付けで次の回答がありました。私の質問は一例を挙げれば「当

初より」の｢当初」とは何年何月頃のことか？」でしたが、これには答えないままです。

こんな風だからやり取りが延々と続く羽目になるのです。 

 

 《平成２４年度当時、国の政策方針として行ってきた｢ダム検証」において｢事業継続」との

結論が得られ、事業主体である長崎県より平成２５年度より本体関連工事に着手する意向が示

されました（平成２５年度予算において付替え道路工事に係る経費が計上）。 

先に述べましたとおり本市と致しましては、事業主体である長崎県の事業計画に合わせた

事業費負担を行うため、その負担に応じた予算の確保を行う必要があります。また本事業は国

の補助事業であることから、財源である国庫補助についても、当然に同様の内容で補助金の確

保を図る必要があります。そうした状況での平成２５年度の国庫補助を継続して受けるための

再評価である平成２４年度の事業評価については、県の事業計画に合わせた内容となるため、

「本体関連工事の着手前の適切な時期」の評価として行ったところです。》 

 

 新たに「（予算計上されたから）本体関連工事に着手する意向が示された」などと今度は無

意味な「意向」なる言葉を持ち出してきました。あげくは「平成２４年度の事業評価につ

いては、県の事業計画に合わせた内容となるため、「本体関連工事の着手前の適切な時期」の評

価として行った｣と言い出す始末です。「解説と運用」をちゃんと読解できてさえいれば

発せられる物言いではありません。何度でも繰り返します。「着手予定の時期」または

現実の「着手の時期」はいつか、このことが肝心要なことであり、これに尽きます。「予

算確保を行う必要がある」とか、｢補助金の確保を図る必要がある」とかは一切無関係です。

今回の回答が述べる理由・根拠も理由・根拠にはなっていません。結局、水道局は理由・

根拠を変えようとしたつもりかもしれませんが、不奏功に終わりました。 

 

 この項で注意を喚起したいことは、この５月１７日付け回答で水道局が言わんとして

いるのは、「御省の判断」と瓜二つだ、ということです。 

 

９ 水道局が「着手前評価」に係る確定的な判断(理由・根拠）を示してきた！  

  これを切る！         
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(1) 質問⇒回答のやり取りを約２年にわたり継続してきたが、いつになっても煮え切

らない水道局の態度に業を煮やした私は、２０１８年１月２９日付け「ご検討ご確認の

お願いについて」と題する文書で、「水道局として最終的・確定的な理由・根拠を示し

ていただきたい」旨を伝えてお願いしました。これに対し、２月１９日付けで回答があ

り、この回答の主要部分を移記したものが別紙６です。 

 別紙６では、原文に「①、②、③」とあるのを「１．、２．、３．」としたほか、各段

落の「・」を、便宜上、通しの「丸番号」に変えております。 

 ここでは、別紙６に示された水道局の最終的・確定的な｢理由・根拠」について、疑

問点を指摘し批判を加えることとします。なお、批判等は、水道局に対する２０１８年

８月６日付け質問書で行っていますから、その部分を移記します。ただし、【再評価の位

置づけにかかる本市の判断について】の部分に限ることとします。 
(2) １．【再評価の位置づけにかかる本市の判断について】について 

一見いかにも尤もらしい説明です。が、随所にほころびが目立ちます。 
◆ ①及び②の関係： 
 平成 24 年度が再評価年度であること、及びダム検証が検証作業中であるとの事実は、

そのとおりです。 
 但し、ダム検証は国交省の、事業評価は厚労省の各所管であり異なる別の手続きです。

それ故、ダム検証中の事実を知悉する厚生労働省は、平成２４年４月２０日付け事務連

絡で、（ダム検証とは関係なく）評価対象事業者に平成２４年度に事業評価を行う事業

につき「評価委員会に提出する資料」の提出の指示を出しています。→参考資料Ⅰ：「平

成２４年５月２１日付け厚労省健康局水道課事務連絡」 

 ですから、貴職のいう「ダム検証の結論を待つ必要があった」は事実を歪曲するものだ

と言わざるを得ません。現に貴職は、厚生労働省の指示に従い、提出資料を提出し、同

年６月２２日～２３日には田中事業部長、川野水道計画室長、坂口主査の３名がヒアリ

ングのため同省に出張し、資料等に基づき内容説明を行っており、再評価手続きに着手

したではありませんか。→参考資料Ⅱ：「同年６月２５日付け復命書」 
◆ ③の関係： 
  概ね、そのとおりです。 
◆ ④の関係： 
 「長崎県が…（中略）…本市も関係団体の一人として出席しております｣までは、概ね、そ

のとおりです。 
 「ここで工事工程が示されたものではなく」の「ここで」が、平成２２年１２月開催の

第１回検討の場のことを指すのであれば、そのとおりです。 
 「この時点では」が、第１回検討の場が開催された平成２２年１２月頃を意味するの

であれば、そのとおりです。 
 「本市は平成２４年度の再評価の位置づけに関し特段の考えをもっていたものではありませ
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ん」は、「特段の考え」を持っていたも何も、評価実施要領等が通知されたのは平成２

３年７月です。特段の考えを持っていないのは当然であり、何を言いたいのか皆目分か

りません。 
◆ ⑤の関係： 
 「平成２４年６月にダム検証が終了した」ことは、そのとおりです。しかし前述のとお

り、ダム検証（国交省）と事業評価(厚労省）は別個独立の手続きです。ダム検証の結

論を待つ必要はなく、貴職の認識は根本的に間違っています。ですから、「事業継続と

の結論が示されたことから」何だと言うのですか。まともに論評できません。 
 「再評価手続きに着手することとした」も同様です。結局、「事業継続の結論が示されたか

ら再評価手続きに着手することとした」と言うのは、物事を自己に都合よく歪曲している

にすぎません。前述のとおり、厚生労働省の指示に基づき、とっくに貴職は再評価手続

きに着手しているのです。  
◆ ⑥の関係： 
 「この際、ダム検証において長崎県が最終的に取りまとめた資料」とは、最終回の検討の

場で県が提示した資料の意味ですか。それとも別の機会に取りまとめられたもののこと

ですか。こんな曖昧な文章には応答できかね困惑します。 
 いずれにせよ、その「資料」に、「平成２５年度に本体関連事業（堤体工）に着手するこ

とが明示されていたことから」、「厚生労働省の実施要領等に照らし合わせ」、「着手前評価に該

当すると判断した（下線は宮野）」とのこと。しかし、この考えは貴職の手前勝手な思い

込みに過ぎず、何ら論理的合理性がありません。ただ、この貴職の説明こそ、まさに「理

由・根拠」を具体的に示したもののようですから、これを前提として批判することとし

ます。 
 「資料に平成２５年度に本体関連事業（堤体工）に着手する工事工程が示されていたから、

着手前評価と判断した」は、こんなことを言うとは唖然として言葉がありません。 
ⅰ）「平成２５年度に本体関連事業（堤体工）に着手することが明示されていた」は、

「資料で長崎県が初めて工事工程を示し、そこに平成２５年度に着手する」と読み込め

ますが、こういう理解でいいですか。だとすると、これは全くの嘘（作り事）です。 
 長崎県が初めて「平成２５年度に堤体工に着手する工事工程」を公表したのは「ダム

検証で最終的に取りまとめた資料」ではなく、ずっと以前の平成２０年７月２４日のこ

とです。→参考資料Ⅲ：｢長崎新聞の記事」 
 ⅱ）この工事工程については、平成２１年１月２６日開催の佐世保市議会・水源確保

対策特別委員会の配布資料に示されており、貴職による説明と質疑応答が行われていま

す。とっくに貴職は知っていたことです。→資料Ⅳの①：「水特委の配布資料」、資料Ⅳ

の②：「同日の水特委会議録」 

◆ ⑦の関係： 
 上で疑問点を指摘して批判したとおり、工事工程を検討の場で示された資料で初めて
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知ったように偽装するとはもってのほかであり、「理由・根拠」にかかる最重要な説明

にもかかわらず肝心要のところに嘘があります。２４再評価を｢着手前評価」と位置づ

けた「理由・根拠」たり得ません。率直に言って論評にすら値しません。 

 

10 まとめ 

(1) これまで「着手前評価」の位置づけに関し、「御省の判断」や水道局の認識の誤り

を多角的に指摘し批判してきました。不思議に思うのは、「着手前評価」の位置づけの

問題が、なぜかくも複雑な様相を呈するのかということです。単純な事実の存否であり、

当初からその事実は存在しないことは明白でした。このことを本書で繰り返し繰り返し

論証してきました。 

(2) 以下、事実に基づき２０１２年度前後の事実関係を振り返り、時系列で整理して

おくのは有益であると考え、別紙１に沿ってこの年表に肉付けをしていきます。 

① 長崎県は２０１０年３月２４日、付け替え道路工事（０．６キロ）に着手しました。

工事は現場周辺の草木刈りを行った程度に終わり、同年７月２３日、県は地権者と話し

合いを行うために工事の一時中断を決めました。このとき中断は２０１４年７月３０日

の再着手まで継続しました。このことは公知の事実です。 

② したがって、１２年度再評価を「着手前評価」と位置づける要件としての｢着手予

定の日」について県が公表した事実そのものが存在しないのです。 

③ たしかに、１２年度再評価の手続き中の９月２７日、「補助採択にかかる相談」目

的で御省に水道局の田中事業部長ほか２名が出張し、「再評価の位置づけ」について相

談し協議を行った事実は出張復命書で判明しています。復命書によると、「県道工事に

着手していることから、今回の再評価は「着工前評価」として行う必要があるのか」と

の質問に、御省は「現状で着工前評価になるかは判断できない」との判断を示されまし

た。けだし当然の判断です。なぜなら、水道局が「県道工事に着手していることから」

という県道工事とは、２０１０年３月２４日に着手し７月２３日に中断した工事のこと

です。記述のとおり、この中断後、丸４年もの間、付け替え道路工事に着手することは

なかったのですから。 

④ １２年度再評価の手続き中に、同評価を「着手前評価」と位置づけて実施したこと

を証明する証拠はひとつも存在しません。逆に、「５年ごとの再評価」として実施した

ことを証明する山ほど存在します。その証拠を整理したのが別紙３：「これだけある！「平

成２４年度再評価」は原則５年ごとの再評価であることを示す証拠」です。 

 これは、佐世保市議会本会議や委員会で、当時の川久保水道局長、田中事業部長、一

瀬事業課長らが議員の質問に対する答弁を中心として、その他の証拠共々ほぼ全部を示

すことができています。この問題はとっくに決着がついていることでした。 

⑤ それにもかかわらず、質問⇔回答のやり取りがかくも長期になってしまったのは、

水道局が、初回質問に《石木ダム建設事業におきましては、平成２５年度に本体関連工事で
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あります付替道路工事に着手しておりますので、本市が平成２４年度に実施しました事業評価

は、この「本体関連工事の着手前の適切な時期」の評価であります》などと大噓をついたこ

とに始まり、そのウソを指摘されるや、上記８で引用したとおり、まったく理由・根拠

にならないことを後付けで得々として言い出し、誤りを認めようとせず、次々と論理的

に破綻したことを繰り返し平然と回答してきた水道局の対応にあります。 

⑥ 不思議なのは、「御省の判断」が水道局のウソ・デタラメな考えと通底しているこ

とです。思うに、２０１２年度から相当年月が経過したとき、御省と水道局の間で何事

かについて協議する機会に、水道局から誤った情報すなわち「初回水道局の説明｣中の

「石木ダム建設事業は、平成２５年度に本体関連工事である付替道路工事に着手している」と

の情報が伝えられ、これを御省が信じてしまったことがこの問題の発端ではないかと、

私は推測するものです。事業者に関して性善説に立っておられるであろう御省を非難す

る考えは私には毛頭ありません。まさに「悪(ワル）」は佐世保市水道局ですから。 

⑥ 添付している別紙２、別紙４についても言及したいことがありますが、かなり長文

になってしまいましたので控えることとします。御省の賢明なるご推察に委ねたいと存

じます。 

                                    以上 
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別紙 1 
     「着手前評価」との位置づけを考えるための最小限の年表 
                                 まとめ：２０１８年８月４日 宮野和徳 
 
① 2008(平成 20)年 7 月 24 日 
   長崎県が 09 年度から 8 年間でダム事業完了を目標とする工程案をまとめ、川棚 
    町で開催した事業説明会で公表。 

 ダム本体工事は 12 年度から 4 年間。15 年度から試験湛水。16 年度末完成予定。 
→参考資料 1 の①：同月 24 日付け『長崎新聞』 
→参考資料１の②：同月 25 日付け『長崎新聞』 

② 2009(平成 20)年 11 月 9 日 
九州地方整備局へ事業認定申請書提出 

③ 2010(平成 22)年 3 月 24 日～7 月 23 日 
長崎県は、付替え道路工事に着手～話し合いを行うため一時中断 

→参考資料２の①：3月 25 日付け『長崎新聞』 

→参考資料２の②：7月 28 日付け『長崎新聞』 

④ 2011(平成 23)年 6月 13 日 

  長崎県公共事業評価監視委員会は、「事業継続」を答申⇒16(平成 28)年度完成 

⑤ 2013(平成 24)年 6月 11 日 

  国が、石木ダムの再検証で「事業継続」とする対応方針を決定 

⑥ 2013(平成 25)年 3 月 14 日・15 日 
佐世保市上下水道事業経営検討委員会は、石木ダム建設事業の「事業継続」を答申  
佐世保市は、再評価結果を長崎県知事及び厚生労働大臣に報告 

⑦ 2013(平成 25)年 3 月 22～23 日 
九州地方整備局は、事業認定公聴会を開催 

⑧ 2013(平成 25)年 9月 6日 

九州地方整備局が事業認定告示 

⑨ 2014(平成 26)年 7月 24 日 

長崎県は、7 月 30日に付替え道路工事に再着手すると公表 

→参考資料３：7月 25日付け『長崎新聞』 

⑩ 2014(平成 26)年 7月 30 日 

長崎県は、付替え道路工事に着手しようとするも着工できず 

→参考資料４：7月 31日付け『長崎新聞』 

⑪ 2014(平成 26)年 8月 7日 

付替え道路工事の通行妨害禁止の仮処分申立（結論が出るまで８日から工事中断） 

→参考資料５：8月 8日付け『長崎新聞』 
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⑫ 2014（平成 26)年 12 月 9日 

佐世保市議会 12月 9日定例会・一般質問における谷本水道局長答弁 

「厚生労働省の評価実施要領では、付替え県道工事は本体着工と同様の考えとなっ 

ておりますことから、平成 24年度に実施した再評価は、着工前評価となっており 

ます。」 

⑬ 2015(平成 27)年 3月 24 日 

通行妨害禁止の仮処分決定 

⑭ 2015(平成 27)年 5月 19 日 

付替え道路工事に着手 反対派阻止 ６月１２日作業開始 

→参考資料６：5月 20日付け『長崎新聞』 

→参考資料７：6月 13日付け『長崎新聞』 

⑮ 2015(平成 27)年 8月 28 日 

朝長佐世保市長の定例記者会見 

報道では、「水道局によると、国の基準では工事に着手した場合、10年間は再評価 

の必要はない。13年度の県道付け替え契約を工事着手とみなしており、次回の再 

評価は 22年度になる」という。 

→参考資料８：8月 29日付け『西日本新聞』及び『毎日新聞』 

⑯ 2015(平成 27)年 9月４日 

水源連が厚生労働省水道課へ質問事項の提出 

（水源連→真島議員事務所(秘書）→厚生労働省水道課の経路） 

⑰ 2015(平成 27)年 9月 17 日 

真島議員による厚生労働省水道課に対するヒアリングを実施 

水源連から、嶋津氏、遠藤氏が参加。 

厚労省水道課へ提出した質問事項の４で、「厚生労働省が判断を保留した「本体 

工事等の着手前の適切な時期の評価」がなぜ問題にならないのか」と質問。この時、 

資料１として 2012年度再評価にかかる結果報告書（差し替え前の文書）を添付。 

⑱ 2015(平成 27)年９月 18 日→9月 28 日 

水道局水源対策・企画課の川野課長から宮野に電話。用件は、情報公開文書の訂正 

(差し替え）について。俄に信じ難く、直接話したい、当方が出向くことを約束。 

宮野は 28日、川野課長と水道局で１回目の面談。「差し替え」について説明を受け 

る。文書による説明を求め、これを川野課長了承。 

⑲ 2015年(平成 27)年 10月 8日 

  宮野は、川野課長より 10月 6日付けの文書を受領。 

※このあと長い空白を置いて、2016 年 4月 27日付け質問、5月 27日付け回答、6 

月 1日付け再質問の経過がある。再質問に対する回答が拒否されたまま進捗するこ 

となく現在に至る。 



別紙２ 

       【差し替え前の文章】と【差し替え後の文章】 
                     
                       まとめ：２０１８年７月２４日 
                           宮野和徳 
 
 これは、平成２４年度再評価結果報告書について、情報開示された同報告書の一部に 
誤りがあるとして差し替えの要請を受け、誤りがある頁全部の差し替えに応じたもので

ある。 
 差し替えられた頁には、結果報告書の大項目「事業の概要」中の「経緯」欄を含む記

載があるが、水道局は「経緯｣欄の記載が「着手前再評価」に係る記載であると説明す

る重要な箇所である。 
 そこで、差し替え「前」・「後」の文章を一覧して比較できるように、ここに書き写す

ものです。 
 
 
【差し替え前の文章】 

平成２１年度に着工しておりました付替え道路（工事用道路兼用）については、『国 
 のダム検証』や『地権者との話し合いの促進』のために一時中断しておりましたが、 
 様々な手続きが完了していく状況下において、本体着工に必要な付替え道路等の用地 
 買収は全て完了していることから、来年度は付替え道路工事を再開し、引続き本体工 
 に着工する予定であります。 

このようなことから、今回の再評価は「本体工事等の着手前の適切な時期の評価」 
 として実施するものであります。（下線は宮野） 
  
 
【差し替え後の文章】 

平成２１年度に着工しておりました付替え道路（工事用道路兼用）については、『国 
 のダム検証』や『地権者との話し合いの促進』のために一時中断しておりましたが、 
 様々な手続きが完了していく状況下において、本体着工に必要な付替え道路等の用地 
 買収は全て完了していることから、早急に付替え道路工事を再開し、ダム検証時の工 
 程計画のとおり、平成２５年度に本体工事等に着手し、平成２９年度の供用開始を目 
 指すものであります。 
                                    以上 
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別紙３ 

 

 これだけある！ 

 「平成２４年度再評価」は原則５年ごとの再評価であることを示す証拠  

                         

      改訂増補：平成３０年７月２５日  追補：平成３０年９月３０日 

                           まとめ：宮野和徳 

 

① 平成２４年６月１５日開催の定例会・会議録 

   川久保水道局長の答弁 

   「再評価の実施時期につきましては、厚生労働省からの通知により、事業採択後 

１０年を経過して継続中の事業は、原則５年経過ごとに実施することとなっており 

ます。そういうことからしますと、平成２４年度の今年が作業の年になります。」 

② 平成２４年６月２２日開催の石木ダム建設促進特別委員会・会議録 

   川久保水道局長の答弁 

   「再評価の時期は、各省庁の事業にかかわらず、原則５年に１度というルールに 

なっている。前回、平成１９年度に実施しているので、平成２４年度が原則５年の 

時期というようになっている。」 

③ 平成２４年９月７日開催の企業経済委員会・会議録 

    一瀬水道事業課長の答弁 

    「（…実施要領によると）、原則、事業採択後５年を経過して未着手の事業及び 

１０年を経過して継続中の事業を対象として、１０年経過以降は原則５年ごとに実 

施するものとすると実施時期が記載されている。（略）、前回、佐世保市の場合は平 

成１９年にやったということで、今年度は５年後の年になるということで、この通 

知をもってやっている。」 

④ 平成２４年９月７日開催の企業経済委員会・会議録 

   田中事業部長の答弁 

   「佐世保市の場合は、おおむね５年ということであるので、再評価の時期にはな 

っている。ただ、再評価するに当たってのデータ整理、過去の分を含めて今後どう 

していくかというのは、いま厚労省と協議をしており、一応着手はしているが、今 

後、そういった委員会、もしくは学識経験者の意見を聞く、そういった場の設定に 

ついては未定の状態である。(省略）」 

⑤ 平成２４年９月１４日開催の定例会・会議録 

   川久保水道局長の答弁 

   「再評価とは、補助事業の効率的な執行や透明性を図るため、採択を一定期間経 

過した事業を対照に実施する制度でありまして、水道施設整備事業費においては、 
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１０年経過以降、原則５年ごとに実施するということになっておりまして、前回か 

ら５年経過した本年度が再評価の年度ということになっております。」   

⑥ 平成２４年９月２８日付け「復命書」 

 水道局の再評価事務の担当者は、平成２４年９月２６日、２７日に厚生労働省健 
康局水道課に出張して「再評価の位置づけについて」相談したが、その出張に係る 
復命書である。 
 これによると、水道局担当者は「県道工事に着手していることから、今回の評価 
は着工前評価として行う必要があるのか」と質問し、これに厚労省は「現状では着 
工前評価になるかは判断できない」として「着手前評価」との位置づけに否定的な 
見解を示していることが分かる。 
 なお、水道局の「県道工事に着手していることから」という質問の前提自体、平 
成２４年度に着手の事実はなく虚偽であることを指摘しておきたい。 

⑦ 平成２４年１２月１１日開催の定例会・会議録 
   川久保水道局長の答弁 
   「石木ダム建設事業につきましては、前回、再評価が平成１９年度でありました 
  ので、５年経過となります今年度がその実施のタイミングとなっております。」 
  

⑧ 「平成 24 年度 第 2 回 佐世保市上下水道事業経営検討委員会 水道施設整備  

  事業再評価（第 1 回目）」 

 これは、いわゆる再評価委員会資料である。 
 第１ページ《実施時期》の項に次のように記述されている。 

     実施時期は、以下のとおりである。 

    □原則５年経過ごとに実施（前回評価は平成 19 年度） 

    □社会経済情勢の急激な変化により事業の見直しの必要が生じた場合に  

     は適宜実施 

     第 9 期拡張事業は再評価実施時期となっている。 

   再評価の実施時期には実施規則が定める「着手前の適切な時期の再評価」を加え 
て三つの場合があるのに、この資料には、実施要領が定める二つの場合を記述する 
のみで、「着手前評価」の記述(説明）そのものがない。 
 このことは、本資料の製作時点（平成２４年１２月頃）において、水道局として 
は、平成２４年度再評価を「着手前評価」と位置づけることはできない、すなわち 
「原則 5 年経過ごとの再評価」として実施するとの認識であったことをよく示して 
いる。 
 なお、本資料の製作時期(完成時期）は、第 12 ページにある長崎新聞の記事の日 
付から推して平成２４年 12 月 8 日より後である。 
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⑨  「第 2 回 佐世保市上下水道事業経営検討委員会 議事概要」 
   これは、平成２５年１月２２日に開催された実質的な第 1 回再評価委員会の議事 
  概要である。 
   委員会事務局（説明者は田中英隆事業部長）から上記⑧の資料説明が行われた。 

この議事概要第４ページ３０行目に次のようにある。 
   田中部長：（前略）それと実施時期にありますように原則 5 年ごとに行うように 

    なっております。前回が平成 19 年と(ママ)しておりましたので今年度が該当す 

    るということになっております。（後略）  

   このように、第１回再評価委員会で田中部長は、平成２４年度再評価は「原則 5 
年経過ごとの再評価」との認識を明確に示し、その認識で実施していることを明言 
している。 

⑩ 「水道局長メッセージ｣ 

 これは、平成２５年の年初に水道局ホームページに掲載されたもの。 

 このメッセージ文の中ほどで川久保局長は、平成２４年度再評価について、 

 「本年は、5 年毎に実施している事業の再評価を実施し、（以下省略）」と述べ、 

「原則５年経過ごとの再評価」として実施している認識を明確に示している。 

⑪ 平成２５年２月１日開催の石木ダム建設促進特別委員会・会議録 

 川久保水道局長の答弁 
 「長期間にわたる大型公共事業については、国の方で再評価という手続がとられ 
ている。(省略）、原則として５年に１回ということで実施されている。石木ダムに 
ついては、前回が平成１９年度であったので、その５年後である今年度が再評価の 
タイミングということになっている。」 

 

⑫ 「第 4 回 佐世保市上下水道事業経営検討委員会 議事概要」 

   これは、平成２５年３月１４日開催の第 3回再評価委員会（最終回）の議事概要 

である。 

 委員会の終盤において、委員長と思しき委員と事務局（川久保局長）との間で次 

の問答が行われた。 

   委員「今後、どういうサイクルですか。」 

   局長「国の要綱･要領では、原則として 5 年ごとということになっています。」      

   委員「そうすると 5 年後にあるわけですか。」 

   局長「原則論ではそうです。」 

 この翌日、３月１５日付けで平成２４年度再評価結果が上級庁に報告された。 

 この問答からも明確なように、水道局は平成２４年度再評価の全手続が終了する 

最後の最後まで、同再評価は「原則５年経過ごとの再評価」との認識であったこと 

がよく分かる。                        
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⑬ 平成２５年３月(１６日以降)発行の『水道局だより №１３』  

 これは、平成２４年度再評価結果を上級庁に報告後の平成２５年３月中に発行さ 

れたもの。これの「２ 石木ダム再評価を実施しました」で次のような記述(説明） 

がある。 

「再評価とは国庫補助事業において、(中略）、原則５年経過ごとに実施することに 

なっています。」 

 このことからも、平成２４年度再評価は「原則５年経過ごとの再評価」との認識 

で実施されたことは明らかである。                      

 

⑭ 平成２５年９月１０日開催の石木ダム建設促進特別委員会・会議録 

   川久保水道局長の答弁 
   「次に、平成２５年３月に結論を出した石木ダムの再評価、これは５年に１度実 

施される。目的としては、今後も国庫補助事業として継続していくべきかどうかと 
いう視点で評価されたものである。評価の主体は発注者、事業主体、つまり私ども 
佐世保市ということになるが、結論を厚生労働省に上げて、厚生労働省からことし 
の 5 月、満額の補助をいただいたというところで、一定終息している。」 
 

(注)・ほぼ時系列で整理した。 
  ・会議録については、議員の質問は省略し答弁のみとした。 

・９月３０日、⑬の追補により、従前の⑬を⑭とした。 

                                  以上 



別紙４ 
              交渉の場における川野水道計画室長(当時）の発言 
                      まとめ：２０１７年４月２４日 
                       文責：宮野和徳 
 
 これは、交渉時の川野水道対策室長発言の一部をテープ起こししたものである。 
 
 経過としては、２０１３（平成２５）年２月２０日、水道局への申し入れについて交

渉の場が設定されました。この日は、川野室長が一人で対応してくれました。そこには

マスコミ（長崎新聞、毎日新聞、西日本新聞）も取材に来ていました。 
 川野室長は、私たちが申入書の内容について質問や意見を述べるのを手帳にメモしな

がら神妙に聞いていました。話が 1 月 29 日に提出した質問書の返事をまだもらってい

ない…に及んだとき、いきなり川野室長の口調が急変し、一気にしゃべりはじめたので

した。マスコミもいる、私たちのレコーダーも目の前にある、そんな中で堰を切ったよ

うに吐露されました。※川野氏は、現在、経営管理部水源対策・企画課長。 
 
 わかっています。 

 申し訳ないとしか言いようがないです。 

 正直我々もパンクしています。 

 いろんなところから、すぐやれ、すぐやれと、 

 みんな自分の都合だけでおっしゃられます。 

 もう我々、とてもじゃないけど、どうしようもないです。 

 申し訳ないけど対応できません。 

 我々は毎日のように罵声を浴びさせられながらやっているんですよ。仕事を。 

 とんでもないですよ。 

 尋常じゃないと私も思っています。 

 私、職場にももう来たくないですよ。 

 でも、しなければいけないんですよ。 

 こんなことやってる時間もないんですよね。失礼な話ですけど。 

 
 まだまだ川野室長の話は続きますが、文字起こしはこれくらいに止めます。聞いてい

るほうがつらくなるからです。交渉は、後味の悪さを残したまま中途半端に終了せざる

を得ませんでした。 
                                    以上 
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別紙５ 

      水道局が「着手前の再評価」と位置づける理由・根拠について 

        ～佐世保市水道局の回答（説明）を時系列で整理～ 

                            改訂：２０１８年８月４日  
                                                               宮野 和徳 
 
 貴職は、別紙３に示した証拠で明白なように、平成２４年度再評価は「原則５年経過

ごとの再評価」として実施したもので、これ以外に考えようがないこと歴然である。 
 それを後日になって、「着手前評価」として実施したものと事実を翻して説明するに

及び、ごく単純な問題が一見複雑な問題である様相を呈するようになってしまった。 
 貴職が「着手前評価」と位置づけるのなら、その「理由・根拠」を明らかにされたい

として、貴職と質問⇔回答のやり取りを重ねてきたところである。 
 「理由・根拠」について、初回(平成２８年３月２２日付け）から平成２９年９月８

日付けまでの回答で、貴職がどのように説明しているのか、その事実と変遷を明確にし

ようとしたのが本書である。 
 ・貴職の回答文から当該箇所を時系列で整理した。 
 ・回答文の趣旨は一切変改せず、若干修正して表現の統一を図るべく努めた。 
 
１ ２０１６（平２８）年３月２２日付け回答 
   石木ダム建設事業は、平成２５年度に本体関連工事である付替道路工事に着手し 

ているので、平成２４年度に実施した事業評価は、「本体関連工事の着手前の適切 

な時期の評価」である。 

２ ２０１６（平２８)年４月１３日付け回答 
   平成２４年度再評価については、当初より「本体関連工事の着手前の適切な時期」 

  に行う評価と捉えており、その前提で厚生労働省と協議を行ってきたものである。 

   当時、｢ダム検証｣中の石木ダム建設事業は、平成２４年６月に｢事業継続」の対 

応方針が示されたことから、事業を進めていく環境も整った時期であり、長崎県が 

策定した工事工程に合わせた対応としたものである。 

３ ２０１６（平２８)年５月１７日付け回答 

   平成２４年度当時、国の政策方針として行ってきた｢ダム検証」において「事業 

継続」の結論が得られ、事業主体である長崎県より平成２５年度より本体関連工事 

に着手する意向が示された（平成２５年度予算に付替道路工事に係る経費が計上）。 

   事業主体である長崎県の事業計画に合わせた事業費負担を行うため、その負担に 

応じた予算の確保を行う必要がある。本事業は国の補助事業であることから、財源 

である国庫補助についても当然に同様の内容で補助金の確保を図る必要がある。そ 

うした状況での平成２５年度の国庫補助を継続して受けるための再評価である平 
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成２５年度の事業評価は、県の事業計画に合わせた内容となるため、「本体関連工 

事の着手前の適切な時期」の評価として行ったものである。 

４ ２０１６（平２８)年６月１７日付け回答 

   工事工程に関しては長崎県が事業主体であり、本市で主体的に判断できる立場に 

はない。本市としては、長崎県の動向をもって事業の進捗を判断することとなり、 

事業評価の位置づけについても同様となる。加えて事業評価の目的が国庫補助の継 

続の必要性の有無を判断するものであることから、長崎県の予算に合わせた対応と 

して行ったものである。 

   工事については、平成２５年度に現場着手することはできなかったが、長崎県の 

  平成２５年度予算には本体関連工事に係る費用を計上していたのは事実である。 

   国との協議過程で判断が難しいとの話もあったが、最終的には、県の計上予算の 

内容等を踏まえて、着手前の事業評価として認められ、予算の内示をいただいたと 

認識している。 

５ ２０１６（平２８)年１０月３日付け回答 

   本市は、この基準に基づいて事業評価を行い、厚生労働省と協議の結果、事業継 

続と決定し、その報告に対する国の判断として補助金の継続がなされたというのが 

事実である。 

   工事工程は、本市で主体的に判断できるものではなく、県に委託しており、専門 

  的な知見を持っている県が判断するものである。 

   当時の県の予算計上の状況を踏まえ、本市としては着手前の適切な時期の評価と 

  して実施したものであり、これを厚生労働省に認められたと認識している。 

６ ２０１６（平２８）年１１月１６日付け回答 

   最終的には、この制度を運用している国において、平成２４年度の再評価につい 

ては「本体工事等の着手前の適切な時期」に行った再評価であることを当時、認め 

ていただいているものである。 

   ダム検証における事業継続の結論と、県の予算計上をもって、本市は早期に本体 

工事に着工すると判断したものである。 

７ ２０１６(平２８)年１２月２８日付け回答 

   平成２４年に政府主導で進められてきたダム検証において、検証対象事業であっ 

た石木ダム事業に対し「事業継続」との判断が示され、今後の事業自体の継続がは 

っきりし、加えて事業主体である長崎県より平成２５年度から本体周辺工事に着手 

していく意向が示され、実際平成２５年度予算に付替道路工事に関する経費が計上 

されたことなどを受け、次年度から工事に着手できる環境が整ったものと本市が判 

断したものである。 

   国においても、こうした一連の経過及び事業主体である長崎県の意向及び具体的 

な関連予算の計上等を踏まえ、着手前の評価として取り扱っていただいているもの 
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と認識している。 

８ ２０１７（平２９）年４月６日付け回答 

   本市が平成２４年度に実施した事業評価は、長崎県が平成２５年度から本体工事 

に着手する旨を事前に公表していることを前提に行ったものである。このことは長 

崎県が平成２５年度の予算に本体工事の事業費を計上して居ることからも確認で 

きたところである。長崎県が予定通りに着手するものと判断し、実施要領等に基づ 

き事業着手前の適切な時期に行う評価の位置づけで実施したものである。 

９ ２０１７（平成２９）年５月３０日付け回答 

   本市が平成２４年度に実施した事業評価は、長崎県が平成２５年度から本体工事 

に着手する旨を工程表で事前に公表していることを前提に行ったものである。この 

ことは長崎県が平成２５年度の予算に本体工事の事業費を計上していることから 

も確認できる。そのため本市は、長崎県が本体工事に予定通り着手するものと判断 

し、実施要領等に基づき、着手前の適切な時期に行う評価の位置づけで実施したも 

のである。 

   こうした位置づけや内容等は、前もって国と協議を行う旨、「解説と運用」に示 

されており、協議を行った結果、「本体工事等の着手前の適切な時期」に行う事業 

評価と位置づけられたものである。 

10 ２０１７（平２９）年８月１７日付け回答 

   要領等に基づき、石木ダム事業について事業評価を行っているが、当時の長崎県 

の工程表で、平成２５年度にダム本体工に着手する予定とされており、また平成２ 

５年度の長崎県の予算で本体関連工事費が計上されていたため、着手前の適切な時 

期の再評価となったものである。 

11 ２０１７（平２９)年９月８日付け回答 

   本市は当初から平成２４年度の事業評価を本体工事等の着手前の適切な時期に 

  行う事業評価と捉えており、国にもその旨、伝えている。 

   確かに当初、国は判断できないとの考えであったが、その後に示されていた工 

程表や長崎県の平成２５年度予算に本体関連工事の予算が計上されたことをもっ 

て、国も着手前の適切な時期との判断をしていただいたと理解している。 

 

★★下記 12～16 の回答については、直近のやり取りであること、貴局の基本的な考え

方に変わりはないこと、全文に目を通すのが有益であることを考慮して省略した。 

12 2017(平 29)年 12月 28 日付け回答  13 2018(平 30)年 1月 17日付け回答 

14 2018(平 30)年 2月 19 日付け回答  15  2018(平 30)年 3月 20日付け回答 

15 2018(平 30)年 4月 16 日付け回答  16 2018(平 30)年 5月 9 日付け回答 
 
                                     以上 



別紙６ 

     平成２４年度再評価の位置づけの判断にかかる当時の経過等 

          について佐世保市の認識 

  

                        2018 年 7月 31日：宮野和徳 

 

 これは、平成 30 年１月２９日付け「ご検討ご確認のお願いについて」とする私の質

問等に対する２月１９日付け回答から書き写したものである。約２年近くも質問⇒回答

のやり取りを重ねて来たが、ここにきてやっと水道局の考えるところを総合的・体系的

に明確にされたのであり、これが今後の議論の土台になるという意味において、一定歓

迎するものである。 

 この回答には、｢ダム検証や工事着手の各手続きは目的や実施主体が異なるものであ

り、本市が把握している範囲で各手続きの段階ごとに整理し、時系列で説明する。」(要

旨）とする注意喚起がなされている。 

 なお、本書では、回答書に①とあるのを１．と、②を２．と、③を３．とし、ひと区

切りの文章の頭にある「・」を、今後の議論の便宜のために「丸番号」としたほかは、 

原文どおり書き写したものである。 

 

１．【再評価の位置づけにかかる本市の判断について】 

①平成２４年度は、本市が前回再評価を実施した平成１９年度から５年が経過する年度 

  であったため、厚生労働省が示す再評価実施要領における「５年に一度の再評価」の 

 年度でありました。 

②しかし、当時は石木ダム事業が「ダム検証」の対象事業となっており、事業そのもの 

 の是非についての検討がなされており、再評価は国庫補助事業を継続するに当たって 

 必要となる行政手続きであることから、「ダム検証」の結論を待つ必要がありました。  

③ダム検証とは、国が「できるだけダムに頼らない治水・利水」への政策転換を進める 

 ために、全国のダムの事業継続の可否を判断するために平成２１年度から始められた 

 手続きで、石木ダムについても検証対象となり、検討主体を長崎県、判断主体を国と 

 して検証作業が進められていたものです。 

④長崎県が検討過程の初期段階（平成２２年度）においては、長崎県が石木ダムに関係 

 する地方公共団体から参考意見を聴取するための「検討の場」が設けられ、本市も関 

 係団体の一人として出席しておりますが、ここで工事工程が示されたものではなく、 

 この時点では、本市は平成２４年度の再評価の位置づけに関し特段の考えを持ってい 

 たものではありません。 

⑤平成２４年６月に「ダム検証」が終了し、事業継続との結論が示されたことから、本 

 市は、事業継続に必要な再評価手続きに着手することとしました。 



⑥この際、「ダム検証」において長崎県が最終的に取りまとめた資料の中で、平成２５ 

 年度に本体関連工事事業（堤体工）に着手することが明示されていたことから、厚生 

 労働省の再評価実施要領に照らし合わせ、「着手前評価」に該当すると判断し、作業 

 に着手したものです。 

⑦以上のとおり、本市における再評価の位置づけの判断は、ダム検証の結果をもって、  

 厚生労働省の実施要領に照らし合わせて判断したものです。 

 

２．【再評価の位置づけの決定にかかる国の判断過程について】 

①再評価は、国（厚生労働省）が国庫補助金を支出するにあたり、対象事業の必要性、 

 効率性または有効性等の観点から国庫補助採択の可否、継続の有無を判断するために 

 行われる行政手続きであるため、再評価の位置づけの最終的な判断は国において行わ 

 れるものです。 

②前述のとおり、本市は「着手前評価」との考えで作業を進めておりましたが、この位 

 置づけについて平成２４年９月に厚生労働省に確認したところ、「着手前評価」に該 

 当する事実関係について確認できる書類を本市が提示していなかったことから、「判 

 断できない」旨の見解が示されました。 

③後日、長崎県が作成した平成２５年度の石木ダム事業の予算関係資料を厚生労働省へ 

 提示しましたところ、事実関係を確認できたとのことから、本市は引き続き「着手前 

 評価」として、その後の作業を進めたものです。 

④以上のとおり、長崎県の予算関係資料は、国が事実関係を確認するために提示した資 

 料であり、本市が着手前評価として作業に着手することの判断に用いた資料ではあり 

 ません。 

 

３．【再評価以降の工事の着手について】 

①ご質問の本旨は、本市が平成２４年度に実施した再評価の位置づけの判断に係る適否 

 と思われます。「着手前評価」の判断は、工事への着手が予定されているときに行う 

 再評価でありますが、仮に、その後の現実の工事着手の時期に変更があったとしても、 

 再評価時点の判断が否定されるものではありません。（仮に着手がなされなかった場 

 合は、５年経過後に「５年に一度の再評価」を実施することになります。） 

②なお、石木ダム建設事業んいおきましては、工事に関しましては長崎県の主体事業と 

 なっておりますが、長崎県は、平成２５年度末に県道付替工事の請負契約を締結され 

 ており、その後も継続的に工事が進められておりますので、現実の工事着手が行われ 

 たものと認識しております。 

③今年度（平成２９年度）は、平成２４年度から５年経過を迎える年でありますが、現 

 在のところ、厚生労働省からは、来年度の国庫補助の継続に際して「５年に一度の再 

 評価」の実施の要請等はあっていない状況です。 



   

（以下、省略した） 
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’

説
明
会
は
、
同
市
の
計
画
取

水
量
の
見
直
し
で
県
が
○
七
年

に
ダ
ム
規
模
を
縮
小
し
た
こ
と

を
受
け
、
新
た
に
策
定
し
た
ダ

ム
計
画
を
町
民
に
周
知
し
よ
う

反
対
地
権
者
「

県
が
初
事
業
エ

ムダ木石

舞
噸
認
き
ょ
う
地
一

【
東
彼
】
県
と
佐
世
保
市
が
東
彼
川
棚
町
に
計
画
し
、
地
元
地
権
者
の
反
対
で
着
工
の
め
ど

が
立
た
な
い
石
木
ダ
ム
問
題
で
、
県
が
二
○
○
九
年
度
か
ら
八
年
間
で
の
ダ
ム
事
業
完
了
を
目

標
と
す
る
工
程
案
を
ま
と
め
、
二
十
四
日
に
同
町
で
開
く
事
業
説
明
会
で
公
表
す
る
こ
と
が
二

十
三
日
分
か
っ
た
。
県
と
同
市
は
こ
れ
ま
で
ダ
ム
の
完
成
目
標
年
度
を
示
し
た
こ
と
は
あ
っ
た

が
、
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
明
示
す
る
の
は
初
め
て
。

工
程

地
元

瞳灘

I
識

無
駄
」
と

と
開
催
。
事
業
工
程
案
は
、
同

市
が
利
水
計
画
で
一
七
年
度
と

定
め
て
い
る
石
木
ダ
ム
の
取
水

開
始
目
標
か
ら
逆
算
し
て
設
定

し
た
。

龍

闇反
発 Ｌ

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ

発行所

県
石
木
ダ
ム
建
設
事
務
所
に

よ
る
と
、
○
九
年
度
に
予
定
地

周
辺
の
付
け
替
え
道
路
工
事
に

着
手
。
付
け
替
え
道
路
は
ダ
ム

下
流
の
石
木
郷
か
ら
上
流
の
木

場
郷
ま
で
延
び
る
一
般
県
道
嬉

野
川
棚
線
を
含
む
計
六
線
。
同

年
度
は
、
ダ
ム
容
認
派
住
民
ら
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案
説
明
会

で
つ
く
る
委
員
会
が
検
討
中
の

予
定
地
周
辺
の
町
づ
く
り
事
業

も
始
め
る
計
画
。

ダ
ム
本
体
の
工
事
は
三
一
年

度
か
ら
四
年
間
。
そ
れ
ま
で
に

反
対
地
権
者
の
同
意
を
得
ら
れ

な
い
場
合
に
つ
い
て
、
同
事
務

所
は
「
今
は
考
え
て
い
な
い
。
同

意
獲
得
へ
努
力
す
る
だ
け
」
と

す
る
。
一
五
年
度
か
ら
試
験
湛

水
（
た
ん
す
い
）
を
始
め
、
一
六

年
度
末
に
完
成
を
目
指
す
案
。

松
尾
弥
太
郎
同
事
務
所
長
は

「
公
共
事
業
は
通
常
、
工
程
が

7月別日嗣
(先負・旧暦6月22日）

嬢蕊内1M |購議畷

12寧
2009年創刊120周年

－－

示
さ
れ
る
も
の
で
、
石
木
ダ
ム

も
同
様
。
建
設
推
進
派
か
ら
の

要
望
も
あ
っ
て
ま
と
め
た
が
、

反
対
地
権
者
に
圧
力
を
か
け
る

意
図
は
な
い
」
と
強
調
。
ゞ

一
方
、
水
没
予
定
地
の
十
三

繩
塒
尿
伽
剛
陥
朋
削
げ
肌
鵬
制
葺

ん
（
六
一
）
は
「
地
元
同
意
を
得
た

上
で
工
事
に
取
り
掛
か
る
の
が

公
共
事
業
。
わ
れ
わ
れ
が
反
対

し
て
い
る
以
上
、
付
け
替
え
道

路
を
造
っ
た
と
し
て
も
虫
食
い

・
一
一
一
一
』
一
一
・
一
年
一
己
一
一

状
態
に
な
る
だ
け
。
無
駄
な
計

画
を
立
て
、
無
駄
な
税
金
を
使

っ
て
誰
が
責
任
を
取
る
の
か
」

と
反
発
を
強
め
て
い
る
。

1

1

’



㈹
○
○
田
（
伺
浮
ｇ
）
紺

悪
霊
臨
認
篭
艘
一
繁
謝
湖
課
僅
總

：
：
ゞ
・
…
…
…
…
…
…
・
…
：
；
！
！
一
は
二
十
四
日
、
同
町
公
会
堂
で

↑
事
業
説
明
会
を
開
き
、
二
○
○

九
年
度
か
ら
八
年
間
で
の
ダ
ム

事
業
完
了
を
目
標
と
す
る
工
程

案
を
初
め
て
発
表
し
た
。
：

説
明
会
に
は
地
元
住
民
ら
約

百
二
十
人
が
参
加
。
石
木
ダ
ム
建

一
設
絶
対
反
対
同
盟
は
「
関
係
な

一
い
」
と
し
て
出
席
し
な
か
っ
た
。

一
口一
県
は
ま
ず
、
同
市
の
計
画
取

水
量
見
直
し
に
伴
う
○
七
年
の

蕊

唾

轌

率

蕊ら：

…

石木ダムエ程案

県
、
地
元
川
棚
で

乱
皿
他
伽
、

蜘
勗
雪
醗

説
明
会
遜
』
夜

ダ
ム
規
模
縮
小
を
受
け
、
新
た

に
策
定
し
た
事
業
内
容
を
説

明
。
そ
の
後
、
一
六
年
度
を
最

終
完
成
目
標
と
す
る
ダ
ム
本

体
、
付
け
替
え
道
路
、
予
定
地

周
辺
の
地
域
振
興
事
業
、
試
験

湛
水
（
た
ん
す
い
）
Ｉ
の
各
工

程
案
を
示
し
た
。

付
け
替
え
道
路
は
、
ダ
ム
に

沿
っ
て
延
び
る
一
般
県
道
嬉
野

川
棚
線
（
改
良
区
間
約
二
・
六

辞
）
を
含
む
計
六
線
。
ダ
ム
周

辺
の
地
域
振
興
事
業
と
合
わ

せ
、
来
年
度
か
ら
着
手
予
定
。

ダ
ム
本
体
の
工
事
は
一
二
年
度

か
ら
四
年
間
で
完
成
さ
せ
、
一

五
年
度
に
試
験
湛
水
を
始
め
た

い
と
し
た
。

県
石
木
ダ
ム
建
設
事
務
所
の

松
尾
弥
太
郎
所
長
は
最
後
に

「
早
期
建
設
に
向
け
て
、
一
つ

一
つ
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
事
業

を
進
め
て
い
く
」
と
強
調
し
た
。

説
明
会
終
了
後
、
同
町
の
男

性
宍
六
）
は
「
反
対
派
と
の
話
し

合
い
の
状
況
に
つ
い
て
説
明
不

足
ｐ
佐
世
保
市
は
水
不
足
と
言

い
な
が
ら
、
工
場
や
宅
地
造
成

を
ど
ん
ど
ん
進
め
て
い
る
。
（
今

回
の
工
程
案
も
）
反
対
地
権
者

へ
の
配
慮
に
欠
け
る
の
で
は
」

と
話
し
た
。

聯
姉
泌
謹
二
ｓ
⑧
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東

需景禰木ダムE一一垂伊毎－一P△n世Fも一堂

緊
雛
籠
県
、
事
前
公
表
せ
ず

灌
蕊
識
潭
艫
襄
悲
謂
扉
震
篭
謹

た
付
け
替
え
道
路
の
建
設
工

看板やプレハブの設置など付け替え道路の工事に向け準備を進める
作業員 ＝24日午後2時42分、川棚町岩屋郷

事
業
検
証
の
新
基
準
を
夏
を
め
ど
設
で
県
道
な
ど
の
一
部
が
水
没
↑

に
着
手
し
た
。
県
は
「
反
対
地
に
提
示
す
る
前
の
着
工
に
「
駆
す
る
の
に
伴
い
、
県
道
な
ど
Ｓ

権
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
た
け
込
み
的
な
こ
と
は
や
め
て
ほ
本
（
総
延
長
約
７
欲
）
を
建
設
。

い
」
と
し
て
工
事
開
始
日
の
事
し
い
」
と
反
発
し
て
い
た
。
２
○
○
ｓ
年
７
月
に
示
し
た
事

前
公
表
を
し
な
か
っ
た
。
ダ
ム
初
日
は
午
前
９
時
か
ら
工
事
業
工
程
案
で
最
初
に
取
り
掛
か

の
建
設
に
反
対
し
て
い
る
地
権
作
業
員
や
同
事
務
所
の
職
員
ら
る
と
し
た
事
業
。
今
回
着
手
し

者
も
阻
止
行
動
は
せ
ず
、
初
日
約
帥
人
が
集
ま
り
作
業
を
開
た
工
事
（
事
業
費
計
約
２
億
巴

始
。
道
路
建
設
地
の
旧
採
石
場
は
１
月
末
に
業
者
と
契
約
し
た
。
｜

は
混
乱
な
く
終
わ
っ
た
。

ダ
ム
諦
蕊
總
鱈
塗
〃
見
切
り
発
車
〃
に
疑
問

工
事
の
着
手
は
初
め
て
。
反
対

難
し
く
な
っ
た
今
後
の
対
話

地
権
者
側
は
「
（
１
９
８
２
年

確
輔
鰡
畿
既
鍜
陶
國
蜘
蕊
謡
沙
繩
蓄
器
罫
鯉
雛

じ
抜
き
打
ち
の
着
工
だ
」
と
反
な
が
ら
も
反
対
地
権
者
と
の
対
対
地
権
者
の
同
意
を
得
ら
れ
て

発
を
強
め
て
お
り
、
近
く
工
事
話
を
重
視
す
る
構
え
を
見
せ
て
い
る
保
証
は
全
く
な
い
。
む
し

の
阻
止
行
動
を
す
る
予
定
。
い
た
中
村
法
道
知
事
だ
が
、
そ
る
国
の
事
業
見
直
し
の
検
証
対

熟
議

な
ら
な
い
中
に
あ
っ
て
は
、
見

が
、
国
に
土
地
収
用
法
に
基
づ
は
全
区
間
終
わ
っ
て
い
る
わ
け
県
が
建
設
予
定
地
で
目
に
見

Ⅸ
樟
牒
捌
淀
雑
帥
端
酎
郡
功
舵
一
脈
鮒
鈍
い
む
紅
鱸
勒
剛
剛
眺
雌
航
鵬
伽
抑
眺
揮
喋
靴
冴
雌
弥
附

捗灸

一
ず
れ
込
ん
だ
。
県
石
木
ダ
ム
建
一
入
り
口
に
防
護
柵
を
張
り
、
作
か
も
反
対
地
権
者
が
「
強
制
測
一

設
事
務
所
の
松
尾
弥
太
郎
所
長
業
時
間
な
ど
を
示
す
案
内
板
を
量
時
と
同
じ
や
り
方
」
と
言
う
一

沌
肥
哨
齢
牡
醇
似
罷
虹
肌
肺
帥
殿
噌
九
械
鮮
棚
場
禅
棚
荊
削
が
一
対
肋
挑
紺
峨
雌
獅
鮎
州
靴
鵬
孵

し
て
粛
々
と
進
め
た
い
」
と
話
崩
林
梛
蝦
椛
離
脱
獣
計
剛
舶
肋
一
鳴
罹
》
唾
》
》
》
》
一
脈
匂
吟

し
た
。一

方
、
反
対
地
権
者
側
は
国
と
い
う
。

交
省
の
有
識
者
会
議
が
ダ
ム
事
付
け
替
え
道
路
は
、
ダ
ム
建
本
年
度
中
の
予
算
執
行
は
既
定

業
検
証
の
新
基
準
を
夏
を
め
ど
設
で
県
道
な
ど
の
一
部
が
水
没
則
獺
薩
誌
鶉
饒
附

肱
峨
赫
耐
蝸
薊
帥
艫
紅
眺
乙
Ⅷ
耐
鯆
群
腓
削
鎭
髄
蝕
拙
略
解
渡
眺
撫
列
棚
耐
肺
批
岫
欄
糀
一

し
い
」
と
反
発
し
て
い
た
。
２
○
○
ｓ
年
７
月
に
示
し
た
事
と
の
対
話
実
現
は
現
実
的
に
は

初
日
は
午
前
９
時
か
ら
工
事
業
工
程
案
で
最
初
に
取
り
掛
か
か
な
り
難
し
く
な
っ
た
。

作
業
員
や
同
事
務
所
の
職
員
ら
る
と
し
た
事
業
。
今
回
着
手
し

（
報
道
部
・
豊
竹
健
二
）

約
帥
人
が
集
ま
り
作
業
を
開
た
工
事
（
事
業
費
計
約
２
億
巴

始
。
道
路
建
設
地
の
旧
採
石
場
は
１
月
末
に
業
者
と
契
約
し
た
。
’
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〃惨

県
と
佐
世
保
市
が
東
彼
川
棚
町
に
計
画
す
る
石
木
ダ
ム
建

設
問
題
で
、
中
村
法
道
知
事
が
朋
日
に
反
対
地
権
者
ら
で
つ

く
る
「
石
木
ダ
ム
建
設
絶
対
反
対
同
盟
」
の
岩
下
和
雄
さ
ん

（
開
）
と
初
め
て
面
会
し
た
こ
と
が
訂
日
分
か
っ
た
。
こ
れ
ま

で
地
権
者
に
面
会
を
求
め
続
け
て
き
た
県
は
、
Ｓ
月
に
着
手

し
た
付
け
替
え
道
路
工
事
を
一
時
中
断
し
て
い
る
。

道
路
工
事
を
め
ぐ
っ
て
は
、
う
同
町
か
ら
要
望
を
受
け
た
と

反
対
地
権
者
ら
が
座
り
込
む
な
し
て
今
月
中
旬
、
岩
下
さ
ん
に

ど
阻
止
行
動
を
続
け
、
こ
こ
２
工
事
を
一
時
中
断
す
る
代
わ
り

力
月
間
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
に
知
事
と
の
面
会
に
応
じ
る
よ

い
。
県
は
事
態
打
開
と
合
わ
せ
、
う
提
案
。
岩
下
さ
ん
が
受
け
入

炎
天
下
で
座
り
込
み
を
続
け
る
れ
た
た
め
、
羽
日
か
ら
工
事
を

地
権
者
の
健
康
に
配
慮
す
る
よ
や
め
て
い
る
。

石木ダム建設問題

県
は
道
路
工
事
を
中
断

建
緯
駝
窪
躍

り
面
会
。
岩
下
さ
ん
に
よ
る
と
、
《

４
カ
月
間
に
わ
た
る
阻
止
行
動

の
経
過
や
地
権
者
の
強
い
反
対

意
志
を
伝
え
た
と
い
う
。

知
事
は
、
長
崎
新
聞
社
の
取
一

材
に
「
長
年
に
わ
た
っ
て
心
配
一

粥
洩
Ⅸ
鮭
瓢
藤
肋
一

権
者
の
思
い
を
聞
き
、
引
き
続

き
話
し
合
い
を
し
て
い
き
た

い
」
と
述
べ
た
。

道
路
工
事
再
開
の
め
ど
に
つ

い
て
、
県
石
木
ダ
ム
建
設
事
務

所
（
同
町
）
は
「
今
後
の
状
況

を
踏
ま
え
て
判
断
す
る
」
と
し

て
い
る
。

岩
下
さ
ん
は
「
知
事
本
人
と

話
を
す
る
場
に
は
今
後
も
出
る

つ
も
り
。
た
だ
、
県
は
ダ
ム
建

設
あ
り
き
の
計
画
を
見
直
し
て

提
示
す
べ
き
だ
。
道
路
工
事
の

再
開
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
話

し
た
。（

中
山
雄
一
、
田
中
祐
作
）
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石木ダム建設事業をめぐる経過 石木ダム
付
け
替
え
道
路

’県
と
佐
世
保
市
が
東
彼
川
棚
町
に
計
画
す
る
石
木
ダ
ム

建
設
問
題
で
、
県
は
別
日
、
地
元
地
権
者
の
反
対
で
中
断
し

て
い
る
県
道
付
け
替
え
道
路
の
工
事
を
刈
日
午
前
か
ら
再

開
す
る
と
発
表
し
た
ｐ
再
開
す
れ
ば
２
○
１
○
年
７
月
以

県
発
表

I

１
１

、

４
年
ぶ
り
に
再
開

付
け
替
え
道
路
は
、
ダ
ム
建

設
時
に
水
没
す
る
県
道
嬉
野
川

棚
線
の
替
わ
り
と
な
る
道
路
で

来
４
年
ぶ
り
。
土
地
の
強
制
収
用
に
道
を
開
く
裁
決
申
請

手
続
き
の
一
環
で
、
妬
日
に
予
定
し
て
い
た
建
設
予
定
地

の
立
ち
入
り
調
査
も
計
画
通
り
実
施
す
る
。
付
け
替
え
道

路
問
題
も
絡
み
、
ダ
ム
反
対
派
と
の
衝
突
が
予
想
さ
れ
る
・

工

総
延
長
Ｓ
１
Ｓ
ｏ
府
。
県
が
今

回
着
工
す
る
の
は
ダ
ム
賛
成
地

権
者
か
ら
買
収
し
た
ダ
ム
下
流 『“｡ ！？"鴬慧

阻
止
行
動
が
あ
っ
た
場
合
に
つ

い
て
は
「
（
警
察
動
員
な
ど
）

強
権
的
な
対
応
は
現
時
点
で
考

部
の
６
２
○
府
。
県
は
「
（
予
は
、
県
は
Ⅲ
年
Ｓ
月
に
同
じ
区

算
執
行
期
限
の
）
本
年
度
内
に
間
を
着
工
し
よ
う
と
し
た
が
、

完
成
さ
せ
る
に
は
へ
適
正
な
工
反
対
地
権
者
は
現
場
入
り
口
を

期
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ふ
さ
ぐ
な
ど
し
て
抗
議
。
同
年

い
」
と
し
て
着
工
を
決
め
た
。
７
月
以
来
、
中
断
し
て
い
た
。

し
か
し
残
り
区
間
に
は
反
対
地
立
ち
入
り
調
査
に
つ
い
て
、

権
者
の
所
有
す
る
土
地
が
含
ま
浅
野
部
長
は
「
話
し
合
い
を
す

れ
、
難
航
が
見
込
ま
れ
る
。
る
立
場
は
全
く
変
わ
ら
な
い
」

県
土
木
部
の
浅
野
和
広
部
長
一
と
述
べ
た
。
（
緒
方
秀
一
郎
）

は
別
日
の
会
見
で
「
一
日
も
早
斗

く
着
工
し
て
ほ
し
い
と
の
声
も
一

あ
る
」
「
上
流
部
の
振
興
に
必

要
」
と
強
調
。
反
対
地
権
者
の

え
て
い
な
い
」
と
し
た
。
一

付
け
替
え
道
路
を
め
ぐ
っ
て
一

1972年 県が予備調査開始

75年

……芭菖華一~~‐
2004年

‐由一の｡■－－～‐毎一一…r一一■･■酌｡－口口軸･●や一一一～一一一一亀

07年

国が事業採択

県が強制測量、地権者が阻止行動
二二三三_÷二・三二胃÷-ﾓｰｰ一言~ﾆ =三二．三一言も ﾆ ｰﾆｰ =.､三.二一 言も＝－－二．･二＝己二 : : ~＝=－－－=己:妾.-冒合-二: 胃ﾆ ﾆﾆ 言 ．=一-.=一三二胃モー号=言･函一画･~,ロ｡｡“Qーq一一q-Do●0歩･申ﾛ‐●幸･‘■●一

佐世保市が計画取水量を6万ﾄﾝから4万ﾄﾝに

下方修正
一～～一ローーーー■ー一一～一■瞳…－－~②一~～－－ヴーーーーーー面一一一~や～－．．－－凸～ー～ー一・一一一・－一一－－－－－～－一一~～一一句＝

総貯水量19％減などに計画規模縮小

08年

09年
■●ー■一一◇一○■峠酌一■ー｡｡～■～■UUp■ｰ■◆◆◇■ー■｡■『ー■耳や｡Gp－g~･一釦■

10年3月

､Dーq ,－－．－口＝｡ー－－ロー一一・一■一一・一●ー■－－●一一一一一

7月

16年度完成を目指す工程案を県が公表

~県ど荏逼締礁蘂認定壺請一~…一一一~
■ - - -- - - - 岩-- - - 労 "ﾆｰｰ 一=一一三 一--二= - -弓 駒｡一一qや0一・G-一・一一－一口“一間一～~一一・－一－－…一一一~･~~－｡ーー･～･~･一・一号

中村法道知事が就任
一・一・～一一・一D幸一.口｡一一.｡~ロー~･一・一一－．－b幸一ーロー一雨･~B－－~｡~ﾛ一・一一・やP~~ー｡ーー~－~一●■弾む竜一●－－ーﾛ－0～ー･毒o～~一一一一一Dローローー勺｡｡｡⑤.~

県が付け替え道路工事に着手 ．
唖…一一■｡｡■~~・●酌●一間

工事を中断。中村知事が反対地権者と集団面談

旧年9月
0－－－，■■■,｡~ー●一■－－~ﾏｰｰ●~･‐①"一一一,一‐■■一一~一・■

14年7月

国が事業認定告示
－－－”■●一一一一一一一－－－－･一色～一~一一一一『‐ロー~－－ー‐酵一一心●■bc－－－～一

中村知事が4年ぶり集団面談
ー－－－－－■一－－~‐凸一●~一一－一口

■勺■･~■一■ー旬｡.一一■一七■坤凸･画・－，－．－－－－1■■■一一F－｡‐一一凸甸･~画､一口－－■一一一一,1■■p－－－p電ローーローロー●ー~｡ー｡一一､ｰ■一一一－0－一一一ローーー､－－0－－．－~･ーゆ時一勺U－．－ローーーロー

県が土地測量の｢立入通知｣を反対地権者に送る

中村知事が付け替え道路について｢近々着手｣と

発言
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謹篝羅慧臺喜震
事す開針で。裁止地で替をし世

輔雲蕊諜言雲不
言震謹臺謬灘篁奎壽壕蕊報

木石ダ

１
１

ム
道
路
工
事
で
申
請

銀
汁法

手
続
き
に
入
る
の
は
初
め

て
。

県
に
よ
る
と
、
仮
処
分
申
し

立
て
の
対
象
は
工
事
現
場
入
り

口
前
で
阻
止
行
動
を
す
る
反
対

地
権
者
や
支
援
者
ら
約
卵
人

の
う
ち
、
人
物
が
特
定
で
き
た

と
す
る
別
人
。
仮
処
分
が
決
ま

っ
た
場
合
、
テ
ン
ト
や
椅
子
な

ど
の
撤
去
が
期
限
内
に
進
ま

な
け
れ
ば
地
裁
の
執
行
官
が
撤

去
す
る
。
一
方
で
人
を
強
制
的

に
移
動
さ
せ
る
権
限
は
な
く
、

仮
処
分
が
決
定
し
て
も
、
に
ら

ｌ
ｌ
ｉ

み
合
い
が
続
く
可
能
性
も
あ

る
。

浅
野
和
広
・
県
土
木
部
長
は

同
日
や
県
庁
で
記
者
会
見
し
、

「
付
け
替
え
道
路
の
予
定
地
は

県
が
買
収
済
み
」
と
強
調
。
仮

処
分
申
し
立
て
を
決
め
た
背
景

に
つ
い
て
「
（
７
月
別
日
か
ら
）

説
得
を
進
め
て
き
た
が
、
膠
着

（
こ
う
ち
ゃ
く
）
し
て
い
た
。

事
業
に
賛
成
の
地
権
者
か
ら
は

早
く
ダ
ム
エ
事
に
着
手
し
て
ほ

し
い
と
の
要
請
も
あ
る
た
め
、

司
法
の
判
断
を
仰
ぎ
た
い
」
と

１
１
。
■
凸
９
Ｇ
日
■
日
日
Ⅱ
▲
１
０
０
■
Ⅱ
０

１
１’ I

地裁佐世保

説
明
し
た
。

仮
処
分
申
し
立
て
と
は
別

に
、
ダ
ム
本
体
工
事
に
向
け
た

土
地
の
強
制
収
用
も
可
能
に
な

る
裁
決
申
請
の
期
限
が
約
１
カ

月
後
に
迫
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
「
現
時
点
で
申
請
す
る
か
は

白
紙
。
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
話
し
合

い
を
続
け
た
い
」
と
従
来
の
見

解
を
示
し
た
。

川
棚
町
で
は
７
日
も
反
対
地

権
者
ｂ
約
刈
人
が
現
場
で
阻
止

行
動
を
展
開
。
県
石
木
ダ
ム
建

設
事
務
所
の
古
川
章
所
長
が
仮

処
分
申
し
立
て
と
工
事
中
断
を

反
対
地
権
者
ら
に
告
げ
た
。

反
対
地
権
者
の
代
表
格
へ
岩

下
和
雄
さ
ん
（
師
）
は
「
私
た
ち

の
結
束
の
強
さ
で
工
事
を
止
め

さ
せ
た
。
地
裁
が
ど
ん
な
判
断

を
出
し
て
も
、
工
事
が
再
開
さ

雌
謹
渦
震
館
一

る
」
と
話
し
た
。

（
緒
方
秀
一
郎
、
宮
崎
智
明
）

’
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鯛.鼠"鰯0
昭和21年12月15日第3種郵便物；間乗斤長 山奇一

石木ダム付け替え道路付け替え道路エ事の中止を訴え ：
県担当者（左）の立ち入りを阻 ；
む反対地権者ら＝19日午前9時 i
46分、 ノ1 1棚町（山口隆行撮影） ▼

一
函

一
四

県
と
佐
世
保
市
が
、
東
彼
川
棚
町
に
計
画
す
る
石
木
ダ
ム
建
設
事
業
で
、

県
は
四
日
、
ダ
ム
建
設
に
伴
う
付
け
替
え
道
路
工
事
再
開
を
試
み
た
が
、
反

対
地
権
者
ら
に
阻
止
さ
れ
、
同
日
の
着
工
を
見
送
っ
た
。
県
は
加
日
以
降
も

再
開
を
試
み
る
。
【
鯛
面
に
関
連
記
事
】

－

■■■■■■■■■■■■■■■

－

県
反
対
派
か
阻
止

厩

昼 画
唾
露

、
き
ょ
う
も
説
得
試
み

こ
の
日
は
午
前
と
午
後
の
計

３
回
、
県
石
木
ダ
ム
建
設
事
務

所
や
県
河
川
課
の
職
員
、
工
事

團
誕
想
齪

石
木
ダ
ム
建
設
に
伴
う
付
け
替

え
道
路
の
工
事
着
手
は
、
こ
れ

ま
で
同
様
、
初
日
か
ら
県
、
反

対
派
住
民
双
方
と
も
一
歩
も
引

く
様
子
は
な
く
、
早
く
も
持
久

今
回
も
持
久
戦
の
様
相

騨灘側

に
当
た
る
県
側
に
対
し
、
反
対

派
は
顔
を
隠
し
て
、
無
言
の
ま

ま
工
事
車
両
出
入
り
口
を
ふ
さ

い
だ
。
い
ず
れ
も
旧
分
程
度
で

県
側
が
引
き
揚
げ
た
た
め
混
乱

は
な
か
っ
た
。

今
回
着
工
予
定
の
付
け
替
え

道
路
は
、
県
道
部
分
の
総
延
長

３
１
６
○
筋
の
う
ち
６
２
０

府
。
工
事
中
断
で
消
化
で
き
な

か
っ
た
昨
年
度
予
算
の
繰
り
越

し
分
を
充
て
る
。
工
期
は
８
カ

月
の
見
通
し
。
予
算
の
再
繰
り

越
し
が
で
き
な
い
た
め
へ
遅
く

業
者
が
現
場
を
訪
れ
た
。
説
得

戦
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

県
は
今
回
、
通
行
妨
害
禁
止

の
仮
処
分
決
定
と
い
う
〃
司
法

の
お
墨
付
き
″
を
得
て
、
着
手

を
目
指
し
て
い
る
。
急
ぎ
た
い

背
景
に
は
、
工
事
予
算
約
１
億

７
３
○
○
万
円
の
大
半
を
執
行

清子C
〆一
k

SOf流（つち44L

建設計画の

付け替え道路
石木ダム建設予定地

既存の県道嬉野川棚線

県が用地を買収し､今回着手する県道の付け替え道路
一部未買収の県道付け替え道路建設予定地

一
一
一
一

一『賑乱

す
。

付
け
替
え
道
路
に
つ
い
て
、

県
は
２
○
１
○
年
３
月
、
反
対

地
権
者
へ
の
事
前
通
告
な
し
に

着
工
し
た
も
の
の
、
阻
止
行
動

が
続
き
、
約
４
カ
月
で
中
断
。

昨
年
７
月
末
の
着
工
も
阻
止
さ

れ
た
。
こ
の
と
き
、
反
対
地
権

者
ら
羽
人
に
つ
い
て
、
通
行
妨

害
禁
止
の
仮
処
分
を
長
崎
地
裁

佐
世
保
支
部
に
申
請
。
今
年
３

月
、
陥
人
に
対
す
る
仮
処
分
が

決
定
し
た
。

同
事
業
を
め
ぐ
っ
て
県
は
、

と
も
本
年
度
末
完
成
を
目
指

で
き
ず
、
こ
れ
以
上
遅
れ
る
と

国
へ
の
予
算
返
還
が
現
実
味
を

帯
び
て
く
る
事
情
が
あ
る
。
タ

イ
ム
リ
ミ
ヅ
ト
を
見
据
表
司

法
判
断
を
盾
に
強
行
姿
勢
が
強

ま
っ
た
着
手
ｌ
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
方
へ
反
対
派
も
旧
人
の
仮

処
分
決
定
を
受
け
て
人
物
特
定

さ
れ
な
い
主
つ
顔
を
隠
し
、
ひ

と
言
も
発
し
な
い
抗
議
に
出
た
。

「
付
け
替
え
道
路
は
ダ
ム
建
設

が
な
け
れ
ば
造
る
必
要
の
な
い

無
駄
な
道
路
」
と
反
発
し
て
お

り
、
ダ
ム
の
必
要
性
の
議
論
を

お
ざ
な
り
に
し
た
ま
ま
の
着
手

に
は
徹
底
抗
戦
す
る
構
え
だ
。

県
は
前
回
、
着
手
日
時
を
反

対
派
に
知
ら
せ
た
が
、
今
回
は

「
入
れ
る
時
に
入
る
」
と
抜
き

打
ち
的
な
着
手
を
に
お
わ
せ

る
。
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
行

政
が
、
住
民
の
疲
弊
を
待
ち
、

間
隙
（
か
ん
げ
き
）
を
縫
っ
て

行
動
す
る
と
い
う
異
様
な
光
景

が
こ
れ
か
ら
繰
り
広
げ
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。

（
報
道
部
・
豊
竹
健
三

反
対
地
権
者
旧
世
帯
の
う
ち
、

４
世
帯
の
自
宅
敷
地
を
含
む
約

３
万
平
方
勝
に
つ
い
て
、
強
制

収
用
に
つ
な
が
る
裁
決
申
請
へ

の
準
備
を
進
め
て
い
る
。
こ
の

う
ち
１
世
帯
と
別
の
３
世
帯
の

農
地
計
約
５
５
○
○
平
方
勝
に

つ
い
て
は
昨
年
９
月
、
県
収
用

委
員
会
に
裁
決
申
請
。
近
く
裁

決
の
可
否
が
決
ま
る
見
通
し
。

（
川
邊
壮
一
朗
）
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石木ダム道路工事着手 反
対
派
「
ま
た

早
朝
に
重
機
搬
入

勺

ダ
・
‐
《
》
・
や
侭
”
”
心

芦

ゼ

蕊

県
、
安
全
面
を
考
慮

不
意
打
ち
」

認

反
対
地
権
者
の
い
な
い
阻
日

早
朝
、
県
が
東
彼
川
棚
町
の
現

場
に
重
機
な
ど
を
運
び
込
ん
で

着
手
し
た
石
木
ダ
ム
付
け
替
え

道
路
工
事
。
反
対
派
は
「
抜
き

打
ち
だ
」
と
反
発
を
強
め
た
。

工
事
は
約
５
年
ぶ
り
に
進
展
し

た
が
、
い
っ
た
ん
現
場
に
入
っ

た
県
職
員
ら
は
反
対
派
の
阻
止

行
動
を
受
け
、
正
面
ゲ
ー
ト
で

は
な
く
、
脇
道
か
ら
の
退
出
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。

付
け
替
え
道
路
の
着
エ
後
、
反
対
地
権

者
ら
に
正
面
ゲ
ー
ト
か
ら
の
退
出
を
阻

ま
れ
、
脇
道
か
ら
出
て
く
る
県
職
員
や

作
業
員
Ⅱ
胞
日
午
後
４
時
６
分
川
棚

町
（
中
島
崇
雄
撮
影
）

県
は
、
付
け
替
え
道
路
を
め

ぐ
り
、
２
○
１
○
年
３
月
に
も

反
対
派
へ
の
事
前
説
明
な
し
に

着
工
。
阻
止
行
動
を
受
け
、
工

事
は
約
４
カ
月
で
中
断
し
た
。

反
対
派
は
今
回
、
県
が
工
事
再

開
し
よ
う
と
し
た
５
月
的
日
以

降
、
工
事
が
あ
る
日
は
午
前
９

時
前
か
ら
正
門
ゲ
ー
ト
前
に
張

り
込
み
、
県
職
員
ら
の
進
入
を

阻
ん
で
き
た
。
正
面
ゲ
ー
ト
は

車
や
重
機
を
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
唯
一
の
出
入
り
口
。

こ
の
日
午
前
５
時
ご
ろ
県
職

員
が
進
入
し
た
後
、
知
ら
せ
を

聞
き
付
け
反
対
地
権
者
ら
が
正

面
ゲ
ー
ト
前
に
集
ま
っ
た
の
は

午
前
８
時
す
ぎ
だ
っ
た
。

県
が
着
手
し
た
の
は
、
建
設

予
定
地
に
５
年
間
で
生
え
た
草

木
の
伐
採
。
工
事
現
場
に
近
い

山
中
か
ら
は
、
草
刈
り
機
の
機

械
音
が
聞
こ
え
、
伐
採
し
た
草

木
を
運
ぶ
シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
状
の

重
機
が
垣
間
見
え
た
。
県
河
川

課
に
よ
る
と
、
同
日
は
工
事
区

重
機
や
車
を
置
い
た
ま
ま
脇
道

を
通
っ
て
出
て
き
た
。

反
対
地
権
者
の
一
人
は
「
ま

た
不
意
打
ち
だ
。
（
正
面
ゲ
ー

ト
前
に
立
ち
続
け
る
な
ど
）
自

分
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
し

て
、
必
要
の
な
い
ダ
ム
建
設
を

中
止
に
追
い
込
む
し
か
な
い
」

と
語
気
を
強
め
た
。

一
方
、
推
進
派
の
一
人
は
「
着

手
で
き
た
こ
と
は
よ
か
っ
た
」

と
評
価
し
た
上
で
、
「
県
は
今

回
引
き
下
が
っ
て
は
い
け
な
一

い
・
反
対
運
動
が
長
引
く
だ
け
」
｜

と
注
文
を
付
け
た
。

古
川
所
長
は
反
対
派
に
通
知
一

し
な
い
ま
ま
機
材
を
運
び
入
れ
一

た
理
由
に
つ
い
て
「
（
鎌
な
ど
）
一

刃
物
も
あ
り
、
も
み
合
い
に
な
一

轆
翻
継
鵬
鱒
鑑

８
月
に
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
や
大
一

型
ダ
ン
プ
を
入
れ
る
必
要
が
あ
一

る
。
あ
く
ま
で
正
面
か
ら
の
出
一

入
り
を
求
め
て
い
く
」
と
話
し
一

た
。
（
緒
方
秀
一
郎
、
川
邊
壮
一
朗
）
一

間
６
２
○
筋
の
う
ち
、
１
０
○
一

府
の
伐
採
が
済
ん
だ
。

石
木
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
古
一

川
章
所
長
は
午
後
３
時
半
す

ぎ
、
ほ
か
の
県
職
員
や
作
業
員

助
剛
似
と
碑
醐
州
唯
鴫
椛
も
牝
口

峨
棚
岫
頂
紬
州
州
州
汎
珈
鯉
唾
一
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再
評
価
鱒
必
要
性
否
定

ム
業

ダ
事

木
水

市
長
「
大
き
な
社
会
変
化
な
睡

石
利

同
ダ
ム
の
県
の
再
評
価
を
行
は
な
い
。
過
年
度
の
一

蟻
蝿
侭
霧
う
県
公
共
事
業
評
価
監
視
委
員
替
え
契
約
を
工
事
着

県
と
佐
世
保
市
が
川
棚
町
に
会
は
「
治
水
の
妥
当
性
を
問
い
、
し
て
お
り
、
次
回
の

計
画
す
る
石
木
ダ
ム
の
利
水
事
佐
世
保
市
の
利
水
事
業
は
問
わ
躯
年
度
に
な
る
と
い

業
の
再
評
価
に
つ
い
て
、
朝
長
な
い
」
立
場
。
こ
の
た
め
、
地
県
公
共
事
業
評
価
監

則
男
市
長
は
、
朋
日
の
記
者
会
元
の
市
民
団
体
が
市
に
利
水
面
対
す
る
地
権
者
と
話

見
で
「
前
回
の
再
評
価
か
ら
大
の
再
評
価
を
求
め
て
い
た
。
求
め
て
い
る
。
朝
長
幸

き
な
社
会
変
化
は
な
く
、
し
な
再
評
価
は
県
、
市
と
も
５
年
は
法
律
に
定
め
ら
れ

溌
釧
鯉
惑
鐡
と
一
洲
鯉
梛
読
熊
強
震
雛
輿
維
溌

再
評
価
は
県
、
市
と
も
５
年

を
め
ど
に
実
施
。
県
公
共
事
業

評
価
監
視
委
は
２
０
１
１
年
度

社
会
変
化
な
い

は
な
い
。
過
年
度
の
県

記
者
会
見
す
る
朝
長
則
男

佐
世
保
市
長

と
完
成
時
期
の
変
更
で
１
年
前

倒
し
さ
れ
た
本
年
度
も
事
業
継

続
を
認
め
た
。
市
の
再
評
価
は

市
水
道
局
の
上
下
水
道
事
業
経

営
検
討
委
員
会
な
ど
が
担
当
。

例
年
度
と
事
業
計
画
変
更
で
２

年
前
倒
し
の
Ｗ
年
度
、
Ｅ
年
度

と
も
事
業
継
続
を
認
め
た
。

水
道
局
に
よ
る
と
、
国
の
基

準
で
は
工
事
に
着
手
し
た
場

合
、
蛆
年
間
は
再
評
価
の
必
要

」
道
付
け

替
え
契
約
を
工
事
着
手
と
み
な

し
て
お
り
、
次
回
の
再
評
価
は

躯
年
度
に
な
る
と
い
う
。
た
だ
、

県
公
共
事
業
評
価
監
視
委
は
反

対
す
る
地
権
者
と
話
し
合
い
を

求
め
て
い
る
。
朝
長
市
長
は
「
今
一

は
法
律
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
一

に
入
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
解

決
す
る
」
と
述
べ
る
に
と
ど
め

た
。
（
坂
本
公
司
）

一
伽
再
評
棚
「
必
要
な
い
珊
剛
一
な
い
の
で
必
要
な
い
」
と

、
一一

価
世
蕊
謹
製

一
木

一
飾
雫
索
Ⅷ
祀
別
耽
鯏
州
潴
踊
蹄
柵
花
礁
柵
川
詫
》
肺
一
る
。
現
時
点
で
再
評
価
は

争
篭
》
一
等
》
》
》
》
》
一
》

■
一

か
い
り

日
一
水
を
目
的
に
県
と
市
が
計
に
再
評
価
を
求
め
て
い
「
同
じ
ダ
ム
な
の
に
県
と

９
画
。
２
０
１
６
年
度
か
ら
た
。
対
応
が
異
な
る
。
市
は
き

２
－
朗
年
度
に
完
成
時
期
を
変
朝
長
市
長
は
会
見
で
の
ち
ん
と
説
明
す
べ
き
だ
」

》
馬
賊
蓬
難
藤
謹
謂
眺
卜
灌
開
第
一
と
話
し
た
。
【
梅
田
啓
祐
】

；７２成平く５１０２

１
１
１
６
１
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参考資料I

事 務 連 絡

平成24年5月21日

各都道府県衛生行政（事業評価関係）担当者様

厚生労働省健康局水道課

平成25年度水道施設整備費国庫補助事業に係る事業評価等のヒアリングについて

標記については、平成24年度に事業評価等を行う事業につき、平成24年4月20日付け事務連絡で、
評価委員会等へ提出する資料の提出をお願いしているところです。これらの事業のうち、ダム等事業水
源開発にかかる調査対象事業（別表参照）については、事前に把握することを目的として、下記により
ヒアリングを行うこととしますので､関係者の方々との日程調整を別紙により、よろしくお願いします。
提出資料については、下記（1）～（5）のとおり提出をお願いするものですが、現段階で整理されて
いるもので結構です。

なお、別表の他にも、貴都道府県下において平成24年度に事業評価を行うこととなりうるダム関係事
業に係る案件等がありましたら、下記提出期限までに水道課（下記連絡先）まで対応につきお問い合わ
せください。

記

1 調査対象 ・ ・ ・ 個別には別表
平成24年度に再評価（平成25年度予算に係るもの）の対象うち下記のもの
（1）水道水源開発等施設整備費（ダム、堰、水路の施設に係るもの）
（2）簡易水道等施設整備費（ダム等水源開発に係るもの）

2 ヒアリング実施方法

出席：都道府県補助事業担当者及び補助事業実施事業者担当者(両担当の出席を必ずお願いします。 ）
場所：厚生労働省健康局水道課内又は庁舎内会議室

3 提出資料について

（1）事業評価調査表

（2）再評価概要様式(A3版）及び事業認可概要様式
（3）再評価概要データ諸元表（補助事業実施事業者が水道用水供給事業者の場合は受水団体ごとに

作成してください）

（4）水需要予測概要

（5）その他

・新聞記事（渇水、ダム等)、パンフレット （ダム、事業体等）等
・図面（ダム・河川・取水地点・浄水場等の水道施設の位置を明確に記したもの）
・当該都道府県における各種上位計画（水道整備基本構想、広域的水道整備計画、県の長期水需
給計画、水資源開発基本計画（フルプラン）等）の概要・相互関係フロー等を整理した資料

4 提出期限について

・ 日程調整表（別紙） 平成24年5月25日 （金）まで
・上記提出資料のうち（1）～（4） 平成24年6月8日 （金）まで
・上記提出資料のうち（5）その他の資料 ヒアリング当日にご持参ください。

（連絡先） 厚生労働省健康局水道課 水野、金縄
TEL (代) 03-5253-1111(内4014)

タ､ｲﾔﾙｲﾝ 03-3595-2368

FAX O3-3503-7963

（その他、関係水道事業者等の調整につき、疑義がありましたら、水道課まで、ご連絡ください｡）

ｰ可



参考資料Ⅱ

復命書

､5．報 告

厚生労働省が、全国の水道水i

ためのヒアリングを受けたもの。

全国の水道水源
平成24年6月25日

開発国庫補助対象事業の再評価対象自治体の現状を把握する

佐世保市水道事業及び下水道事業

管理者川久保昭 様
①本市の前回再評価以降の経過（主に以下の事項）を報告。

・平成21年11月に申請を行った事業認定手続きの経過について

・平成21年12月から始まった国によるダム検証について

（平成24年6月ll日に事業継続の方針決定）

・長崎県議会、佐世保市議会の動きについて

（共に平成23年7月に推進決議を行い要望活動を行っていることなど）

・現在の用地取得の状況について

（全体の約8割の世帯に同意を頂き移転が完了していることなど）

・水需要の動向について

（平成19年度の渇水、近年の経済情勢を背景とした水需要の推移など）

、
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／
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．
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・
わ
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・
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／
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隆
之

英
徹
康

事業部長

水道計画室長

水道計画室主査

田中

川野

坂口

平成24年6月22日～23日に東京都へ出張しましたので、その結果を下記のとおり報告し
ます。

②提出資料の内容説明。 （※別添資料参照）

記

訳

上以

1．出張目的 平成2

いて

5年度水道施設整備費国庫補助事業に係る事業評価等のヒアリングにっ 『

2．場 所 東京都千代田区霞が関1－2－2

厚生労働省仮設第1会議室(C駐車場）

程3． 日 平成24年6月22日 （金) 13: 30~

4．内 容 別紙資料に沿って内容説明

（1）事業評価調査表

（2）再評価概要様式及び事業認可概要様式

（3）再評価概要データ諸元表

（4）水需要予測概要

（5）その他

心
』

〔
夢
〆
』
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参考資料Ⅲ200B(平成20) 年 4日 長崎新聞フ月2

＞社民党や｢自治研｣の方々、大変ご苦労さまでした。
＞

＞「13世帯の生活寮根底から破壊する暴力妄
＞県が振るっていいのかj
＞

＞この県民世論害さらに大きくしましょう！
＞

＞

>MLホームページ:蕊轄蕊麹蜜驚泌醤鐡驫溌潔灘蕊鱗蝋鍵鱗謎
＞

＞･--.-.---.-.-..-----－----.-.-..---.－-.-.････---..-----------.-..-----..--.----.--.-.-.---.-.------.--.--.-
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説
明
会
は
、
同
市
の
計
画
取

水
量
の
見
直
し
で
県
が
○
七
年

に
ダ
ム
規
模
を
縮
小
し
た
こ
と

を
受
け
、
新
た
に
策
定
し
た
ダ

ム
計
画
を
町
民
に
周
知
し
よ
う

反
対
地
権
者
「
無
駄
」
と
反
発

石木ダム【
東
彼
】
県
と
佐
世
保
市
が
東
彼
川
棚
町
に
計
画
し
、
地
元
地
権
者
の
反
対
で
着
工
の
め
ど

が
立
た
な
い
石
木
ダ
ム
問
題
で
、
県
が
一
一
○
○
九
年
度
か
ら
八
年
間
で
の
ダ
ム
事
業
完
了
を
目

標
と
す
る
工
程
案
を
ま
と
め
、
二
十
四
日
に
同
町
で
開
く
事
業
説
明
会
で
公
表
す
る
こ
と
が
二

十
三
日
分
か
っ
た
。
県
と
同
市
は
こ
れ
ま
で
ダ
ム
の
完
成
目
標
年
度
を
示
し
た
こ
と
は
あ
っ
た

が
、
土
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
明
示
す
る
の
は
初
め
て
。

県
が

と
開
催
。
事
業
工
程
案
は
、
同

市
が
利
水
計
画
で
一
七
年
度
と

定
め
て
い
る
石
木
ダ
ム
の
取
水

開
始
目
標
か
ら
逆
算
し
て
設
定

し
た
。

初
の
事
業
工
程
案
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発行所

県
石
木
ダ
ム
建
設
事
務
所
に

よ
る
と
、
○
九
年
度
に
予
定
地

周
辺
の
付
け
替
え
道
路
工
事
に

着
手
。
付
け
替
え
道
路
は
ダ
ム

下
流
の
石
木
郷
か
ら
上
流
の
木

場
郷
ま
で
延
び
る
一
般
県
道
嬉

野
川
棚
線
を
含
む
計
六
線
。
同

年
度
は
、
ダ
ム
容
認
派
住
民
ら

長崎新聞社
長崎市茂里町3-1 〒852-8601

■主な電話 市外局番095
総合案内844－2111
報道本部844－2114
メディア編集部844-2120
広 告 局844－4874
販 売 局844-5063
事 業 局844－5261
総 務 局844－2112
読者ｻｰビｽ委員会844－2139
長崎新聞文化ホール844－2121
アド長崎新聞846－0676

雛潭驍職:)溌織
wWw.nagasaki-np.cojp/

､.｡..…..….衝蔓崎薪簡漣66g.…･….“

7月24日附
（先負・旧暦6月22日）

鶴瀧綴憲雲･

薄1つ
2009年創刊120周年

MLホームページ:§職豊望麹箪滋:鴛鋪鍵驚燃職職溌鍵*"簔総；
’

一二＝一二■■■､■■■■ー■■■■－－－－■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■－■■■■■■■■ーq■■■■■■■ー■■■■ー■■■■■■l■■ー■■■■■■■■ー■■■■■■■■一一■■■■■■■■■■■■ー一一■■■■ーー■■■■■■■■一■

ロート製薬の『セノビックjで成長期のお子様妾応援1
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で
つ
く
る
委
員
会
が
検
討
中
の

予
定
地
周
辺
の
町
づ
く
り
事
業

も
始
め
る
計
画
。

ダ
ム
本
体
の
工
事
は
一
二
年

度
か
ら
四
年
間
。
そ
れ
ま
で
に

反
対
地
権
者
の
同
意
を
得
ら
れ
一

な
い
場
合
に
つ
い
て
、
同
事
務

所
は
「
今
は
考
え
て
い
な
い
。
同

意
獲
得
へ
努
力
す
る
だ
け
」
と

す
る
。
一
五
年
度
か
ら
試
験
湛
一

靴
議

松
尾
弥
太
郎
同
事
務
所
長
は
一

「
公
共
事
業
は
通
常
、
工
程
が

あなたの街のチラシがいつでも無料で見放題1
チラシ害クリックしてチラシが拡大されたらポイントゲット》
まずはかんたん誉録"-ポイントタウンー
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示
さ
れ
る
も
の
で
、
石
木
ダ
ム

も
同
様
。
建
設
推
進
派
か
ら
の

要
望
も
あ
っ
て
ま
と
め
た
が
、

反
対
地
権
者
に
圧
力
を
か
け
る

意
図
は
な
い
」
と
強
調
。

一
方
、
水
没
予
定
地
の
十
三

世
帯
で
つ
く
る
石
木
ダ
ム
建
設

絶
対
反
対
同
盟
の
岩
下
和
雄
さ

ん
宍
一
）
は
「
地
元
同
意
を
得
た

上
で
工
事
に
取
り
掛
か
る
の
が

公
共
事
業
。
わ
れ
わ
れ
が
反
対

し
て
い
る
以
上
、
付
け
替
え
道

路
を
造
っ
た
と
し
て
も
虫
食
い

状
態
に
な
る
だ
け
。
無
駄
な
計
一

画
を
立
て
か
無
駄
な
税
金
を
使
一

っ
て
誰
が
責
任
を
取
る
の
か
」
口

と
反
発
を
強
め
て
い
る
。
． 2018/08/04
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参考資料Ⅳの①

平成21年1月26H(月）

ズド秒京石崔壬呆対-夛衰

毎寺呂Ⅲ委員会資料一

種

報告事項

1 石木ダム建設事業について

事業概要

事業の経緯

①石木ダム建設

②石木ダム建設

『

2 その他
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二級河川･川棚川水系川棚川総合開発事業
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③生物に係る環境(動物､植物など)への保全措置
生息地の一部が無くなる貴重な動物や植物は、学識者の指導、

行います。

助言を受けながら、移植等を

ｑ
」
ｂ
Ｂ
Ｌ
戸Ｉ

１
ｋ
■
■
ｒ
ｒ

ｊ

ｌ
－
■

これらの貴重な動植物

を事業区域外に移植
#‘
.鰯

など)への配慮
と協議を行い、移設や記録漂存等の

④人と自然･文化的環境(景観､歴史的文化的環境
八武岩板碑（石塔）等の文化財については、関係機関等

実施可能な範囲内でその保全対策に努めます。

弓5環境負荷(廃棄物)への配慮
工事の実施により、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、脱水ケーキや伐採木

が発生するため、これらの再利用に努めます。

ｒ
ｑ

○事後調査

環境への影響予測の不確実性の大きい選定項目について、環境保全措置を講じる場合、又

は効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講じる場合において、環境の変化が著しいもの

となるおそれがあるときは、工事中及びダム完成後において環境の状況を把握するための事

後調査を行います。

事後調査項目は、 「水質（水温、冨栄蓄化等)」「植物（ツクシトウキ、ヒメウラジロ等)」

「動物（クロサナエ、ゲンジボタル等)」としています。なお、事後調査の結果は、適切な

時期に公表を予定しています。

道

■事業の工程（予定）■
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ダム本体工

6年目
I
L

堤体工
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｜
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ｌ
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ｌ
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’
’

水源地域整備

一
幸

Ｏ
識

試験湛水

(目標平成28年度】
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平成21年 1月開催水資源確保対策特別委員会-01月26日-01号-P.8｢... 1/1ページ

参考資料Ⅳの②
◆長野委員
石木ダム建設の経緯についてであるが､佐世保市が三川内町のテクノパークヘの企
業誘致がなかなか進まないのは､安定した水の供給ができないのも一つの原因ではな
いかと私は思う。
石木ダム建設事業は､今日までもう三十七､八年から40年ぐらいを経過している｡その
間､川棚町の対象地域の皆さんには大変迷惑をかけている｡佐世保市も水資源の安定
確保についてずっと考えている。
そういう中で､平成20年から､どうしても解決しなければならないということで､県､市、
町では､かなりいろんな運動をされた｡大方の見方として､石木ダムに関しては､どちら
にしろ､ある程度片をつけなければならないと思う。
事業の工程を県から出されたが､この15ページの1年目というのは､この前の工期日事業の工程を県から出されたが､この15ページの1年目とい
程では平成21年という話であったが､1年目の年度はいつか。

http://www・kaigiroku.net/kensaku/cgi-bin/WWWdocHatugen.exe?A=docHatugen&R... 2018/07/31
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◎吉村水道局長
1年目は､平成21年度からである。
右下の方に完成目標平成28年度と書いてある。

http://www.kaigiroku・net/kensaku/cgi-bin/WWWdocHatugen.exe?A=docHatugen&R... 2018/07/31
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